
★ ★★ ★★★
★★
★★

★ ★★ ★★★
★★
★★

１　男女平等参画に
　　関する市民意識
　　の向上

16 0 9 7 0 1～４
１　多様で柔軟な働
　　き方を選べる環
　　境整備への支援

5 0 4 0 1 14

２　多様性を尊重す
　　る意識の浸透

6 0 3 3 0 ５～６
２　女性の活躍推進
　　に向けた取り組
　　みへの支援

6 0 2 4 0 15

３　心と体の健康支
　　援

9 0 7 2 0 ７～８
１　子育てに対する
　　支援

18 0 9 9 0
１６～
１９

１　配偶者等からの
　　暴力の防止と早
　　期発見

5 0 2 3 0
９～
１０

２　介護に対する支
　　援

5 0 5 0 0 20

２　配偶者等からの
　　暴力による被害
　　者への支援

13 0 5 8 0
１０～
１３

１　政策・方針決定
　　過程への男女平
　　等参画の推進

5 0 4 1 0
２１～
２２

３　ハラスメントや
　　その他暴力への
　　対策

4 0 2 2 0 13
２　男女がともに参
　　画する地域社会
　　づくり

4 0 1 3 0 23

めざす
べき姿

基本目標 基　本　施　策

Ⅰ　一人
ひとりの
人権を

尊重する
まち

１．お互い
を尊重し合
う意識の醸
成

２．配偶者
等からのあ
らゆる暴力
の根絶

１．雇用や職
業等の場にお
ける男女平等
参画の推進

取組数

各取組評価（★の数）

広聴課
契約課
生活援護課
産業政策課
男女平等推進センター

２．仕事と家
庭生活の調和
に向けた育
児・介護の支
援

高齢者支援課
介護保険課
保健予防課
子ども総務課
児童青少年課
保育・幼稚園課
子育て推進課
子ども家庭支援セン
ター
生涯学習センター
男女平等推進センター

＜第５次町田市男女平等推進計画＞
　　　各取り組みの進捗状況確認（２０２３年度）

ページ
数

ページ
数

〇２０２３年度の取り組みに関する各課評価一覧

３．あらゆる
分野における
男女平等参画
の推進

総務課
職員課
防災課
市民協働推進課
高齢者支援課
産業政策課
男女平等推進センター

広聴課
市民生活安全課
市民課
生活援護課
高齢者支援課
保健予防課
子ども家庭支援セン
ター
産業政策課
生涯学習センター
市民病院
男女平等推進センター

めざす
べき姿

基本目標 基　本　施　策 担　当　課

各取組評価（★の数）

取組数担　当　課

広報課
職員課
健康推進課
保健予防課
子育て推進課
指導課
図書館
生涯学習センター
男女平等推進センター

Ⅱ　一人
ひとりが
個性と
能力を

生かして
活躍でき
るまち

【次ページ以降の2023年度進捗状況調査シートについて】
各担当課が設定した取り組み内容に対して、2023年度に行った取組実績を踏まえ、４段階で自己評価し、評価理由、課題を記載しています。
（「５次計画の新たな視点」項目については各担当課に意識付けを行うことを目的としており自己評価に影響ありません）
★…十分に取り組むことができなかった、★★…概ね予定どおりできた、★★★…想定以上の取り組みを行い、成果につながった、★★★★…想定以上の取り組みを行い、大きな成果を得た

資料２



担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

広報課
〇メール配信サービス（メール、
LINE）での情報配信

〇一人ひとりがその人らしく生きる町田市パー
トナーシップ宣誓制度（広報まちだ5月1日号関
連）
〇男女平等推進センター特別講演会　アニメ
のヒーロー・ヒロインとジェンダー（広報まちだ6
月1日号関連）

特になし。 ★★ ★★
〇広く周知が必要な取り組みを2回
広報し、集客や意見の収集に貢献し
たため。

〇配信できなかった取り組みを、他
の広報媒体でも積極的に広報する
必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

指導課

○男女平等推進センターと連携し、男
女平等参画に関する資料提供があっ
た際は児童・生徒にタブレットでの配
信などを行い、適宜情報提供すること
を検討する。

〇資料提供があったので、情報提供の方法を
検討した上で、各学校へ文書データにて情報
提供した。

特になし。 ★★ ★
〇システム上、資料をタブレット端末
に配信することができず、文書デー
タを送付することとなった。

〇学校への情報提供については、
情報の内容とともに、提供する時期
や方法について、その都度連携を図
る必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

図書館
〇庁内他部署とのコラボによる男女
平等に関する特集展示

〇5月～6月に金森図書館、12月～1月に鶴川
駅前図書館特集にて、それぞれ「性の多様性
への意識啓発」をテーマに特集コーナーを設
置、関連する図書資料の展示・貸出を行った。
〇6月～7月にさるびあ図書館にて、「男女共
同参画週間」をテーマに特集コーナーを設置、
関連する図書資料の展示・貸出を行った。

〇2022年度は、2つの図書館
(中央及び金森)のみだった
が、2023年度は3つの図書館
（金森・鶴川駅前・さるびあ）
で、男女平等参画週間及び
性の多様性に関する特集
コーナーを設置した。

★★★ ★★★

〇図書館と男女平等推進センターと
のコラボ企画である「特集コーナー」
設置について、新たに１施設（鶴川
駅前）増やし、計3つの図書館で実
施し、延べ62回の貸出があったた
め。
多くの方に関連する図書に触れて、
意識啓発の契機になったと思われ
る。

〇本を通して知識を得た方や意識
啓発された方が、更に学びを深めよ
うとする際に、図書館のレファレンス
（窓口）利用につながるような工夫が
必要である。

・デジタル技術  □
・男性への

アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○インターネットを通じた情報発信を
行う。
〇新聞折込の情報紙の発行を行う。
〇男女平等関連の図書、映像資料の
収集・提供を行う。

〇男女共同参画週間、「女性に対する暴力を
なくす運動」期間の周知をホームページ、
Facebookにて行った。
〇夏のリコチャレ（女子学生向け理工系分野
紹介イベント）やデジタル企業オフィスツアー
などの周知をホームページにて行った。
〇男女平等推進に関する市民への意識啓発
のため、「町田市男女平等推進センターだよ
り」を作成し、新聞折込、市民センター等で広く
周知を行った（発行部数9万部）。
〇男女平等関連の図書、映像資料を収集・提
供した。
　図書受入：36冊（購入23冊、寄贈13冊）、図
書貸出：254冊
　映像資料購入：2本、映像資料視聴：94回

〇市の事業だけでなく、国や
都の事業周知を積極的に
行った。
〇2023年度は新たに「女性
の健康週間」のパネル展示
を他部署と協働で行い、女性
が健康について考えるきっか
けとしていただいた。

★★★ ★★

〇市主催のイベントだけでなく、国
や都の関連事業について、より積極
的に情報発信を行ったため。
〇中高生へのイベント周知につい
て、教育委員会と連携することがで
きたため。
〇紙媒体の情報紙の発行だけでな
く、ホームページやSNSへの掲載、
センターにて閲覧が可能な資料の
収集・提供など、様々な手法による
啓発ができたため。

〇市ホームページ・Facebook以外で
の積極的な情報発信方法も検討す
る必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標１】お互いを尊重し合う意識の醸成
【基本施策Ⅰ－１－１】男女平等参画に関する市民意識の向上
【施策推進の方向１】年齢層に応じた男女平等参画に関する普及啓発
 取り組み：価値観の形成過程にある若年層をターゲットにするなど、年齢層に応じた男女平等参画に関する意識の醸成を図ります。
 対象：市民
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

広報課
〇広報まちだ、ホームページの活用
〇広報課SNSの活用

○広報まちだへの掲載
・電話による女性悩みごと相談（家庭、人間関
係、女性への暴力）・LGBT相談　24回
・市の宣言　「男女平等参画都市宣言（1日号）
3回
・広報掲載記事（特集記事）1回、（お知らせ、
催し、ニュース等）　18回
○ホームページへの掲載
・関連イベントのリンクをトップページに掲載
（お知らせ・イベント）
○プレスリリース
・講演会などリリース　2件
〇広報課SNSで関連イベント情報の配信

特になし。 ★★★ ★★

〇広報まちだに毎号市の宣言を、15
日号で相談先関する記事を掲載し
ているとともに、5月1日号で「一人ひ
とりがその人らしく生きる　町田市
パートナーシップ宣誓制度」を特集
し、内容について当事者から良い評
価を得ることができたため。
また、町田市ホームページにおい
て、トップページから該当ページへリ
ンクを貼るなどし、市政情報への関
心を持ってもらったり、イベントへの
参加などにつながるよう工夫したた
め。

〇今後も市民ニーズをとらえた広報
が必要。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

指導課

○人権教育リーフレットを配布する。
○国や都、市等の資料について、共
有しやすいよう電子媒体で各学校へ
周知する。
○人権教育推進校の取り組みについ
てHPに掲載する。

〇2023年度人権教育リーフレットを作成。
〇2023年3月にデジタル配布。
〇市のHPに掲載

特になし。 ★★ ★★

〇喫緊の人権課題を示し、事例や
法令をまとめた東京都教育委員会
発行の「人権教育プログラム」を基
に研究を進めるとともに、、「人権教
育リーフレット」の発行とデジタルに
よる配布を通して人権感覚の啓発を
全教職員へ行った。リーフレットは年
度ごとに作成し、内容を最新のもの
にするようにしている。今後も、子ど
もたちが自他の大切さを認める教育
を推進するとともに、子どもたちに対
して適切な配慮を行うよう教職員の
人権感覚を向上させる取組を行って
いく。

〇デジタル配布している資料を効果
的に活用し、人権意識を高めていけ
るよう、情報発信の方法について検
討する必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

生涯学
習セン
ター

○情報コーナーを充実させる。
○生涯学習NAVIを発行する。
〇生涯学習NAVI電子版をホーム
ページに掲載する。
○ＳＮＳを通じた各種講座などの情報
提供を行う。

〇生涯学習情報を収集し、生涯学習データ
ベースを作成した。
〇生涯学習NAVIを4回発行し、電子版をホー
ムページに掲載した。
〇町田市生涯学習センター公式ツイッターに
て各種講座などの情報提供を59回行った。

〇試行的に生涯学習データ
ベースを電子データで作成。
その活用方法を模索してい
る。

★★ ★★

〇情報コーナーにおける情報・資料
提供、生涯学習NAVIの刊行及び電
子版の掲載、SNSによる学習情報の
提供について、例年並みに実施する
ことができた。

〇必要な学習情報を誰もが入手し
やすくするため、従来のアナログ的
手法にも一定の配慮をしながら、情
報提供のデジタル化を進めていく必
要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

図書館
〇庁内他部署とのコラボによる資料
展示等の情報発信

〇町田市パートナーシップ宣誓制度の制度啓
発に合わせた、金森図書館及び鶴川駅前図
書館での「特集コーナー」設置、また、男女共
同参画週間に合わせたさるびあ図書館での
「特集コーナー」設置について、図書館ホーム
ページ、図書館公式Xで情報発信を行った。

特になし。 ★★ ★★
〇特集コーナーの内容について、適
宜情報発信を行うことができた。

〇情報を求めている対象（若年の単
身者、共働き夫婦など）に合った表
現を心がけることで、効果を高める
必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　☑
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○インターネットを通じた情報発信を
行う。

〇男女共同参画週間、「女性に対する暴力を
なくす運動」期間の周知をホームページ、
Facebookにて行った。
〇夏のリコチャレ（女子学生向け理工系分野
紹介イベント）やデジタル企業オフィスツアー
などの周知をホームページにて行った。

〇市の事業だけでなく、国や
都の事業周知を積極的に
行った。

★★ ★★
〇市主催のイベントだけでなく、国
や都の関連事業について、より積極
的に情報発信を行ったため。

〇市ホームページ・Facebook以外で
の積極的な情報発信方法も検討す
る必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標１】お互いを尊重し合う意識の醸成
【基本施策Ⅰ－１－１】男女平等参画に関する市民意識の向上
【施策推進の方向２】デジタル技術の活用による、男女平等に関する情報や資料等の収集・提供
 取り組み：従来の広報まちだやホームページ等による学習機会の周知に加え、デジタル技術を活用した情報提供を行います。
 対象：市民
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

指導課

○特別の教科 道徳の学習を中心
に、人権教育の視点から男女間の在
り方や互いの人格の尊重、差別・偏
見のない社会の実現等について指導
する。

〇各学校において、人権教育の全体計画を
作成し、年間を通じて発達段階に応じた指導
をしている。

特になし。 ★★ ★★

〇全体計画に基づいて、年間を通し
て指導した。今後も計画の見直し・
改善を図りながら、各学校の実情に
応じて、指導するよう周知する。

〇各学校の取組が、単なる前年踏
襲した取組となり、形骸化することが
懸念されるため、常に見直し・改善し
た計画を立てるよう周知する。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

子育て
推進課

〇父親と子どもを対象としたイベント
や育児講座の実施。
〇保育付きの育児講座の実施。

〇父親向け育児講座を計7回実施し、86人の
父親の参加があった。
〇保育付きの育児講座を計42回実施し（うち5
回は連続講座）、延べ230人の参加があった。

〇父親向け育児講座実施回
数は予定通りであったが悪
天候の日の参加者が少なく
なり、参加者数は同程度だっ
た。
〇これまでの保育付き育児
講座の他に、職員が講師と
なり、より多くの保育付き講
座を企画・実施した。

★★ ★★

〇季節や年齢に合わせた内容を親
子で楽しむ姿が見られました。また、
参加者の中でリピーターが複数いる
ことで、父親同士の関わりが深まっ
た様子があり、参加者から高評価で
あった。
〇保育付きの育児講座を実施する
ことで、より集中して受講することが
でき、保護者のスキルアップにつな
がった。また、職員が講師となること
で、ニーズにあった講座を開催する
ことができた。

〇父親向けの子育て情報などの発
信について、他自治体の取り組みを
研究していく。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

生涯学
習セン
ター

〇男性の育児参画のための講座（親
と子のまなびのひろば「パパと一緒に
きしゃポッポ」）の実施
○保育付きの講座等（乳幼児・小学
校低学年の保護者向け講座、家庭教
育支援学級等）の実施
〇市民提案型事業（まちチャレ）で保
育付き講座を実施
○「まちだ市民大学HATS」講座の1つ
「福祉：さまざまな人たちと育む『共生
社会』づくり」の中の1テーマとしてジェ
ンダーに関する講座を実施

〇男性の育児参画のための講座（親と子のま
なびのひろば「パパと一緒にきしゃポッポ」）を
12回実施し、延べ45人が受講。
○保育付きの講座等（乳幼児・小学校低学年
の保護者向け講座、家庭教育支援学級等）を
計70回実施し、延べ743人が受講、うち保育付
きの受講者は延べ468人。
〇「福祉：さまざまな人たちと育む『共生社会』
づくり」の、6回目に「絵本とジェンダー～社会
と『わたし』を映すメディアの世界」を開催。35
名が受講。

〇2023年2月に策定した生涯
学習センター運営あり方見直
し実行計画に基づき、事業を
整理している。
〇市民提案型事業（まちチャ
レ）の１講座を保育付きとし、
保育付き事業の範囲を広げ
ている。

★★★ ★★★

・男性の育児参画のための講座は、
参加者全員が「他の保護者向け講
座に参加したい」と回答しており、男
性の子育てに関する啓発となってい
るため。
・保育があったから講座に参加する
ことができたとの声があり、保育付き
講座を実施する意義が確認できた
ため。
・市民大学でも男女平等に関する学
習機会の提供を行ったため。
・市民提案型事業（まちチャレ）の１
講座を保育付き講座とし、保育付き
事業の範囲を広げているため。

〇引き続き、保護者が学びたいこ
と・興味があることに沿った講座とな
るよう、内容の検討を行う必要があ
る。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○男女平等参画に関する各種講座、
講演会を開催する（託児付）。
○男女平等推進センター運営委員会
が主催するイベントを支援する。

〇講座を13回、講演会を1回開催した。
　講座・講演会延べ参加人数：299人
　延べ託児人数：14人
〇男女平等推進センター運営委員会主催、
「シネマでトーク」を支援した。
　開催回数：12回
　延べ参加人数：185人

〇東京しごと財団と共催で
「女性しごと応援キャラバン」
を新たに実施した。
〇男性を主な対象とした講座
を新たに実施した。

★★ ★★

〇「女性しごと応援キャラバン」が参
加者数が多く、かつ満足度が92.5％
と高く、市民の需要に合った講座を
実施することができたため。
〇毎月１回「シネマでトーク」を開催
し、市民が男女平等を考えるきっか
けづくりができたため。

〇参加者のニーズ、社会情勢に合
わせた講座、講演会を開催する必
要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 ☑

【基本施策Ⅰ－１－１】男女平等参画に関する市民意識の向上
【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標１】お互いを尊重し合う意識の醸成

【施策推進の方向３】男女平等の視点に立った教育と指導
 取り組み：児童・生徒が性別にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮できるよう、学校教育の場において、男女平等の視点に立った教育と指導を行います。
 対象：市民、行政

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標１】お互いを尊重し合う意識の醸成
【基本施策Ⅰ－１－１】男女平等参画に関する市民意識の向上
【施策推進の方向４】男女平等に関する学習機会の提供と支援
 取り組み：男女平等参画に関わるテーマについて理解を深めるための講座を実施します。また、自主的な学習活動に対して、場の提供など支援を行うとともに、保育・託児付きの事業を充実し、乳幼児をもつ親の参加を支援します。
 対象：市民
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

男女平
等推進
センター

〇男女平等推進センターの団体更新
を受け付ける。
○男女平等推進センター登録団体懇
談会を実施する。
○まちだ男女平等フェスティバルを実
行委員会と共催で開催する。
○男女平等推進センター運営委員会
を開催する。
○登録団体企画の実施を支援する。

〇男女平等推進センターの団体更新を受け
付けた。
　登録更新数：38団体中、37団体更新
○男女平等推進センター登録団体懇談会を
開催した。
○まちだ男女平等フェスティバルを実行委員
会と共催で開催した。講演会の一部は、市
ホームページでの配信も行った。
　延べ参加人数：1,157人
　延べ配信視聴回数：257回
〇男女平等推進センター運営委員会を開催し
た。
〇男女平等推進センター登録団体が企画した
市民向け講座、同センター登録団体向けの研
修会の開催を支援した。
　登録団体企画：2企画実施
　登録団体企画延べ参加人数：59人
　登録団体研修会：1回実施

〇第24回まちだ男女平等フェ
スティバルにおいて、実行委
員会企画だけでなく、新たに
登録団体企画の録画配信を
行った。

★★★ ★★★

〇まちだ男女平等フェスティバルに
ついて、基調講演が満席（定員188
人）となったことに加え、会場開催だ
けでなく、録画配信を行うことで、多
くの方に参加してもらえたため。
〇同フェスティバルの録画配信にあ
たっては、実行委員会が動画を編集
し、自主的な活動を行うことができた
ため。

〇まちだ男女平等フェスティバルを
多くの方に知ってもらえるよう、周知
方法を工夫する必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 ☑

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

職員課

○男女平等参画や性の多様性につ
いて、新規採用職員研修「町田市の
男女平等参画」を実施する。
○どのような言動・行為がハラスメン
トになるのか、その対応等についてを
学ぶため、男女平等参画研修（ハラ
スメントについて）を実施する。

○新規採用職員研修で、「町田市の男女平等
参画」を実施し、68人の市職員が受講した。
○男女平等参画研修（ハラスメントについて）
を実施し、49人の市職員が受講した。

特になし。 ★★★ ★★★

○受講者からは『「自分の当たり前
が相手の当たり前でない」という意
識をもつことが重要であると学ぶこ
とができた』という声などがあった。
研修満足度も3.88点（4点満点）と高
評価だった。
○受講者からは「事例を交えた講義
でとてもためになった」、「同性同士
のコミュニケーションだからと気を抜
いてしまいがちだが、だからこそ気
を付けなければいけないと感じた」と
いう声などがあった。研修満足度も
3.73点（4点満点）と高評価だった。

○内容理解度をより高めるため、研
修内容や研修時間を見直していく必
要がある。
○今後は管理職向け等の役職で分
けたより具体的な内容の研修で実
施しても良いと感じた。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○新規採用職員向け講話を実施す
る。
○職員向け研修を実施する。

〇新規採用職員研修「町田市の男女平等参
画」として、市職員が持つべき意識を伝えた。
参加者：68人
〇男女平等参画研修「ハラスメントについて」
を開催した。
参加者：49人

〇職員研修について、例年
は男女の意識変化を促す
テーマが多かったが、2023年
度は社会情勢を踏まえ、ま
た、市全体としても取組を進
めている「ハラスメント」に対
する研修を実施した。

★★★ ★★★

〇男女平等参画の視点を新規採用
職員に伝えるため2022年度から
行っている「町田市の男女平等参
画」研修を継続的に実施し、研修満
足度も3.88点（4点満点）と高評価
だったため。
〇社会情勢や市の方針を注視し、
時勢に合った研修を実施することが
できたため。

〇引き続き、職員がさまざまな角度
から男女平等参画について考える
機会を設ける必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

 取り組み：男女平等推進団体や活動グループに対して、活動の支援ならびに育成を行います。また、団体間の連携に向けた交流の場を提供します。

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標１】お互いを尊重し合う意識の醸成
【基本施策Ⅰ－１－１】男女平等参画に関する市民意識の向上
【施策推進の方向５】男女平等推進団体・グループへの支援及び育成

 対象：市民

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標１】お互いを尊重し合う意識の醸成
【基本施策Ⅰ－１－１】男女平等参画に関する市民意識の向上
【施策推進の方向６】男女平等参画に関する職員への意識啓発
 取り組み：市役所職員の男女平等参画に関する意識を高めるための研修を充実します。
 対象：行政
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

指導課

○特別の教科 道徳の学習において、
男女間の在り方や互いの人格の尊
重、差別・偏見のない社会の実現等
について指導する。そのほか、各教
科や、学級活動、児童生徒会活動、
学校行事などの特別活動、個別の相
談等、学校教育活動全体で指導す
る。
○教職員に対して、研修会等が開催
される際には、情報提供を行う。

〇各学校において、人権教育の全体計画を
作成し、年間を通じて発達段階に応じた指導
をしている。

特になし。 ★★ ★★

〇全体計画に基づいて、年間を通し
て指導した。今後も計画の見直し・
改善を図りながら、各学校の実情に
応じて、指導するよう周知する。

〇各学校の取組が、単なる前年踏
襲した取組となり、形骸化することが
懸念されるため、常に見直し・改善し
た計画を立てるよう周知する。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

生涯学
習セン
ター

○「まちだ市民大学HATS」講座の1つ
「福祉：さまざまな人たちと育む『共生
社会』づくり」の中の1テーマとして実
施

〇「福祉：さまざまな人たちと育む『共生社会』
づくり」の、6回目に「絵本とジェンダー～社会
と『わたし』を映すメディアの世界」を開催。35
人が受講。

〇2022年度と比較して、多く
の人が身近に感じる題材を
通して性の多様性を考える
機会を設けた（2022年度は法
律の1テーマとして実施）。

★★ ★★
〇2022年度とは別の切り口で生の
多様性について考える機会を設ける
ことができたため。

〇どのような切り口なら伝わりやす
いのか、検討する必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○性の多様性に関する情報発信を行
う。
〇性の多様性に関する講座を実施す
る。
〇性自認及び性的指向に関する相談
を行う。
○同性カップルを婚姻に相当する関
係にあると認める「（仮称）パートナー
シップ制度」を導入する。

〇市庁舎・JR町田駅前にてレインボーライト
アップを行った。
〇広報まちだのメインニュースや商工会議所
ニュースへの掲載を行った。
〇多摩地域の広域連携活動として「若年セク
シャルマイノリティ支援事業」に取り組む10市
と共に東京レインボープライドに出展した。ま
た、若年層セクシュアル・マイノリティ向けの居
場所作りを行った。
〇性の多様性パンフレット・クリアファイルを作
成し、講座やイベントにて配布した。
〇金森図書館、鶴川駅前図書館にて特集
コーナーを設置した。
〇12月の人権週間にあわせて、性の多様性
に関するパネル展示を実施した。
〇民間事業所等6社と、性の多様性に関する
情報交換を行う「レインボーミーティング」を開
催した。
〇町田市パートナーシップ宣誓制度を導入し
た。2023年度宣誓件数：10件
〇性自認及び性的指向に関する相談を行っ
た。2023年度相談件数：9件

〇「町田市パートナーシップ
宣誓制度」導入初年度である
ため、さまざまな方法で周知
を行い、認知度向上に積極
的に取り組んだ。
〇性の多様性の理解促進の
ための啓発活動を積極的に
行った。

★★★ ★★★

〇様々な方法で性の多様性に関す
る理解促進に向けた広報・啓発を行
い、広く市民、事業者の方々に周知
を行ったことで、制度の認知が進
み、10件の宣誓を受理できたため。
〇性の多様性パンフレットを見た市
民から、「読みやすい」、「知らなかっ
たことが少し分かった」等の声をい
ただき、啓発効果があったと考えら
れるため。

〇性の多様性について、より多くの
方に啓発できる方法を検討する必
要がある。
〇条例、制度の趣旨を広く理解して
もらえるよう周知する必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標１】お互いを尊重し合う意識の醸成
【基本施策Ⅰ－１－２】多様性を尊重する意識の浸透
【施策推進の方向７】性の多様性への理解の促進
 取り組み：性の多様性に関する講座の開催、情報発信などの普及啓発、「性自認及び性的指向に関する相談」を行います。また、同性カップルを認証する「（仮称）パートナーシップ制度」を導入します。
 対象：市民、事業者
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

職員課
○性の多様性に対する市職員の理解
や意識を高めるため、「性の多様性
研修」を実施する。

○「性の多様性研修」を実施し、51人の市職
員が受講した。

特になし。 ★★★ ★★★

○受講者アンケートでは、98％が「と
ても満足」「満足」の評価であった。
また、受講者より、「用語・単語は
知っていたが実際にLGBTQについ
て知る機会ができてよかった」との
声やグループワークを取り入れるこ
とでさらに理解が深まったとの声が
あった。

○研修の時間が短かったため、後
半は駆け足気味だったとの意見が
複数あったため、研修内容や研修
時間の見直しをする必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

指導課

○男女平等推進センターと連携し、男
女平等参画に関する資料提供があっ
た際は、適宜、学校へ情報提供する
ことを検討する。

〇資料提供があったので、情報提供の方法を
検討した上で、各学校へ文書データにて情報
提供した。

特になし。 ★★ ★★
〇システム上、資料をタブレット端末
に配信することができず、文書デー
タを送付することとなった。

学校への情報提供については、情
報の内容とともに、提供する時期や
方法について、その都度連携を図る
必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○職員向け研修を実施する。
○新規採用職員向け講話を実施す
る。

〇「男女平等参画研修（性の多様性につい
て）」を開催した。
　参加者：51人
〇新規採用職員研修「町田市の男女平等参
画」の中で、多様性を尊重することの意識づけ
を行った。
　参加者：68人

〇男女平等参画研修におい
ては、グループワークなどを
随所に盛り込み、他の意見を
聞くことで「気づき」を促すとと
もに、考える時間を作ること
で他人事から自分ごととして
捉えるきっかけになるよう意
識した。

★★★ ★★★

〇新入職員からベテラン職員まで幅
広い年齢層へ理解促進に向けた研
修を実施することができたため。ま
た講座の満足度が90％以上と高く、
職員の理解促進に繋がったため。

〇性の多様性についての研修を受
講したことがない人へのアプロー
チ。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標１】お互いを尊重し合う意識の醸成
【基本施策Ⅰ－１－２】多様性を尊重する意識の浸透
【施策推進の方向８】人権尊重や多様性に関する職員・教職員への意識啓発
 取り組み：市役所職員や教職員が性の多様性についての理解や意識を高めるための研修や情報発信を行います。
 対象：行政
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

指導課

○授業では学習指導要領に基づき、
小学校第4学年の体育（保健）「育ち
ゆく体とわたし」において体の発育・
発達について、中学校第2学年の保
健体育（保健分野）「心身の機能の発
達と心の健康」において身体機能の
発達や生殖にかかわる機能の成熟に
ついての指導を通して、男女の特徴
や異性の尊重、成長の個人差につい
ての理解を図る。
○養護教諭が保健指導の中で、発達
に応じた身体の指導を行う。

〇保健「育ちゆく体とわたし」
小学校の第4学年で4時間程度実施。
〇保健体育「心身の機能の発達と心の健康」
中学校の第1学年で5時間程度実施。
〇特別の教科 道徳
小・中学校の全学年で35時間程度実施。

特になし。 ★★ ★★

〇各学校では、学習指導要領、各
学校の教育課程及び学習指導計画
に基づいて、それぞれの場面の特
性を踏まえ、指導の対象に応じて目
標を明確にし、創意工夫して指導し
ている。その結果、発達段階に応じ
た知識・理解を深め、自他を尊重す
る態度を育てることができていると
考える。今後も、学校の実態や学習
指導要領の内容を踏まえた指導を
行っていくとともに、性の多様性につ
いてどのような指導が必要か、検討
しながら進めていく。

〇各学校の取組が、単なる前年踏
襲した取組となり、形骸化することが
懸念されるため、常に見直し・改善し
た計画を立てるよう周知する。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○教育委員会と連携し、男女平等参
画に関する資料を、児童・生徒に情報
提供する。

〇教育委員会と連携し、性について相談がで
きる相談先の情報提供を行った。
〇性の問題に関する各種資料を収集・整理し
た。

〇教育委員会と連携し、児
童・生徒に情報提供を行うこ
とができた。

★★ ★★
〇児童・生徒に情報提供を行うこと
ができたため。

〇児童・生徒の年次に応じた資料を
提供する必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

健康推
進課

○5月31日の「世界禁煙デー」にあわ
せて受動喫煙防止キャンペーンの実
施
○リーフレットの配布や保健所情報
紙「みんなの健康だより」への記事掲
載などを通じて、受動喫煙の健康へ
の悪影響や防止について普及啓発を
行う。

〇5月31日の「世界禁煙デー」にあわせて、市
庁舎前に懸垂幕を掲示。また、庁用車へのマ
グネットシートの貼付を行った。
〇市内公共施設にポスターを掲示、市のホー
ムページ上で受動喫煙防止に関する動画の
配信、「みんなの健康だより」への記事掲載を
行った。禁煙外来実施医療機関を掲載したチ
ラシや学生向けの防煙教育チラシを作成し配
布を行った。

特になし。 ★★ ★★
〇禁煙や受動喫煙防止の重要性に
ついて、様々な方法で普及・啓発を
行うことができた

受動喫煙の防止に関して、リーフ
レット等の啓発物を配布することが
少ないため、そういった機会を増や

す必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

保健予
防課

〇HIV/エイズ、梅毒に関するポスター
掲示やチラシ設置による普及啓発
〇ホームページでHIV/エイズ、梅毒
等について説明

〇市庁舎や保健所の各庁舎、来関数の多い
図書館で配架、掲示をした。
〇HIV・性感染症の検査相談についてのホー
ムページアクセス件数：10,090件
〇新型コロナウイルスの流行下では中止して
いたHIV・性感染症検査を再開。受検者数：
198件

〇中止をしていたHIV・性感
染症検査を再開した。検査の
場を活用した普及啓発も併
せて実施した。

★★ ★★

〇新型コロナウイルスの流行下で中
止していた検査事業を再開、それに
伴い普及啓発の機会も増えた。
HIV検査の予約方法等についても利
便性を考慮して方法を検討できた。

〇普及啓発グッズの配布では対象
に偏りが生じるため、その他の方法
の検討を要する。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進☑

男女平
等推進
センター

○健康に関する情報発信を行う。
〇性感染症等予防に関する資料を収
集・提供する。

〇育児サポートあっぷの会と共催で「幼児期
から家庭で始める性教育～自分の体と心を大
切に育む～」を開催した。
　参加人数：19人
〇「こころとからだの健康講座」を開催した。
　参加人数：21人
〇性感染症等予防に関する資料や図書を収
集・提供した。
〇3月の女性の健康週間に合わせて他部署と
協働でパネル展示を実施した。

〇2023年度に新しく性教育に
関する講座実施、「女性の健
康週間」のパネル展示を他
部署と協働で行い、女性が
健康について考えるきっかけ
としていただいた。

★★★ ★★

〇2023年度に開催した講座は、団
体と共催で行い、当センターと団体
のノウハウを生かすことができたた
め。また、同講座では参加者の満足
度が95％と高く、ニーズに合った講
座を実施することができたため。

〇引き続き、各世代に対応した情報
を、ターゲットに届く方法で発信する
必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

【施策推進の方向１０】健康支援のための啓発及びイベントの参加・開催

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標１】お互いを尊重し合う意識の醸成
【基本施策Ⅰ－１－３】心と体の健康支援
【施策推進の方向９】人権尊重の視点に立った性教育の充実
 取り組み：学校教育における性教育に関する資料の収集や情報提供を行います。また、男女それぞれの人権と性を尊重する立場から指導を行います。さらに、若い世代を対象とした、性の問題に対する女性の権利の確保などに関する啓発を
 対象：市民

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標１】お互いを尊重し合う意識の醸成
【基本施策Ⅰ－１－３】心と体の健康支援

 取り組み：市民に対して、性感染症等予防に関する啓発活動を推進します。また、関係機関と連携し、若い世代に対して妊娠中の喫煙・飲酒の害についての啓発活動を推進します。
 対象：市民
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

保健予
防課

〇若い世代に向けて、健康的な生活
習慣や健全な妊娠出産についての健
康情報を提供する。

〇まちだ子育てサイトに「プレコンセプションケ
ア」についての記事を掲載した。

〇2023年9月、新たに「プレコ
ンセプションケア」についての
記事を掲載した。

★★ ★★★
〇ホームページを活用して、新規に
若い世代向けの健康情報を掲載し
たため。

〇若い世代がプレコンセプションケ
アに興味・関心を持ち、取り組むきっ
かけとなる普及啓発の方法を検討し
ていく必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

〇女性悩みごと相談を実施する。

〇女性悩みごと相談を実施し、女性が抱える
悩みごとを傾聴し、アドバイスや情報提供を
行った。
　「健康・病気」に関する相談件数：256件
　（女性悩みごと相談件数全2,319件中）

〇直近2～3年と比較すると、
健康に関する相談件数が減
少した。
新型コロナが概ね収束したこ
とが一つの要因として考えら
れる。

★★ ★★

〇他市と比較して、相談実施日が多
く、必要に応じて面接相談、法律相
談を行っており、相談しやすい体制
が取れているため。
〇相談件数が増加しているが、傾
聴、適切な情報提供ができるよう情
報収集を行ったため。

〇適切な情報提供ができるよう、引
き続き情報収集を欠かさないことが
必要である。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進  ☑

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

健康推
進課

〇乳がん予防月間のデジタルサイ
ネージによる普及啓発
〇乳がん、子宮頸がん検診の個別受
診勧奨
○若い世代への子宮頸がん予防に
関する講演会の開催

〇健康づくりに向けた包括的連携に関する協
定を締結した企業と協働し、マルイ・モディの
デジタルサイネージを活用した乳がん検診の
普及啓発を行った。
〇20歳以上40歳未満で偶数年齢の子宮頸が
ん検診対象者全員に、個別受診勧奨はがき
を送付した。
また、40歳以上の乳がん検診も対象になる方
には、乳がん・子宮頸がん検診の内容を合わ
せた個別受診勧奨はがきを送付した。
○健康づくりに向けた包括的連携に関する協
定を締結している企業の中外製薬と協働し、
和光大学で子宮頸がん予防に関する講演会
の開催と、子宮頸がん予防に関する動画を作
成し、町田市公式YouTubeで公開した。

〇若い世代への講演会の開
催と、動画の公開を実施し
た。

★★★ ★★

○個別受診勧奨はがきの発送方法
を工夫したこと等により、子宮頸が
ん検診の受診率が増加した。
○子宮頸がん予防に関する講演会
は、大学生などの若い世代の男女と
もに参加があり、予防に関して知り、
考える機会を作ることができた。

○がんの早期発見・早期治療につ
なげられるよう、個別受診勧奨や普
及啓発活動を継続し、がん検診の
受診者を増やしていく必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

保健予
防課

〇HIV・性感染症検査及び保健指導
を実施する。
〇ホームページでHIV/エイズ、梅毒
等について周知

〇HIV・性感染症検査を再開。市民からの声を
反映した。年度途中からは受付人数を増やし
た。
〇HIV・性感染症検査の受検者数：198件

〇新型コロナウイルス流行
下で中止していた検査を再
開。検査人数の上限を増や
した。

★★ ★

〇新型コロナウイルスの流行下で中
止していた検査事業を再開でき、そ
れに伴い普及啓発の機会も増えた。
HIV検査の予約方法等についても利
便性を考慮して方法を検討できた。

〇市民の利便性も考慮した検査体
制の検討を要する。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

 対象：市民

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標１】お互いを尊重し合う意識の醸成
【基本施策Ⅰ－１－３】心と体の健康支援
【施策推進の方向１１】性や健康に関わる相談体制の充実と関係機関相互の連携
 取り組み：若い世代を対象とした、性や生殖を含めた健康に関する講座を充実します。性や心身の健康に関わる各種相談事業の充実とともに、多岐分野にわたる関係機関との相互の連携を強化します。
 対象：市民

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標１】お互いを尊重し合う意識の醸成
【基本施策Ⅰ－１－３】心と体の健康支援
【施策推進の方向１２】検査・健診体制の充実
 取り組み：性感染症について、医療機関との連携のもと、検査体制の充実を図ります。また、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の観点から、女性特有のがん等、性差に応じた疾病についても、医療機関と連携し、早期に発見するための検診
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

市民課

市民課内の取り組みとしては、女性に対
するあらゆる暴力を容認しない意識づく
りのため、会議等でDV支援事例を検討
事例として取り上げる等、DV支援へつ
なげる対応策を共有している。
また、市民課研修においても題材として
取り上げ、異動者・新人職員に対する意
識付けの強化やその他の職員のスキル
向上を図っている。
市民への意識啓発や相談を促す取り組
みとしては、市民課にDV支援に関する
相談専用のカウンターを設置している。
また、所管の木曽山崎連絡所及び玉川
学園駅前連絡所の女子トイレに啓発
カードを設置している。(町田駅前連絡所
はトイレ無し）
また、年に2回、八王子支局管内近隣市
町村との連絡会や関係機関との合同連
絡会に参加し、情報交換等を行ってい
る。

〇会議等でDV支援事例を検討事例として取り上げ
る等、DV支援へつなげる対応策を共有した。
〇市民課研修で、支援措置について研修を行った。
〇市民課にDV支援に関する相談専用のカウンター
を設置している。
〇木曽山崎連絡所及び玉川学園駅前連絡所の女
子トイレに啓発カードを設定している。
〇八王子支局管内近隣市町村との連絡会、関係機
関との合同連絡会に参加し、情報交換等を行った。

上記の取り組みの結果、支援措置の申出は年々増
加している。
2023年度の実績は以下のとおり。
2023年度　支援措置申出合計　833件（内　当市支
援措置受付件数 439件）

〇2022年度　支援措置申出合計
825件（内　当市支援措置受付件数
430件）に対し、2023年度　支援措
置申出合計　833件（内　当市支援
措置受付件数 439件）であり、微増
となっている。

★★ ★★

〇課題（右欄参照）はあるものの、
年々、相談件数および措置件数が
増加している中で、適宜様式の見直
しや運用方法の整理を行い、改善
することができているため。

〇相談件数の増加に対して支援措
置を受け付けられる体制が不十分
であり、申出者をお待たせしてしまう
ことが多くなってしまっている。

・デジタル技術  □
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

子ども家
庭支援
センター

○0歳～18歳未満の子どもとその家庭
の相談を受けている。必要に応じて情報
の提供、専門機関やサービスの紹介・
調整をし、問題の解決に向けたサポート
を行う。

○子どもに関する相談を6,071件受けた。相談者の
話を聞き、助言及び必要な情報の提供、サービスの
紹介・調整をし、問題の解決に向けたサポートを
行った。

○2022年度の相談件数は5,238件
であったが、2023年度は15.9％相
談件数が増加した。

★★★ ★★★

○「新・町田市子どもマスタープラン
（後期）」における2023年度の相談
件数の目標値は4,300件であった
が、それを大幅に上回る相談件数と
なった。

○引き続き、相談者のニーズに合わ
せた子育て支援サービスを提供し、
問題解決のサポートに取り組む。

・デジタル技術  □
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

生涯学
習セン
ター

〇女性トイレにDV相談連絡先を示した
カードを設置

〇女性トイレに、DV相談連絡先を示したカードとポ
スターを設置し、DV被害者に向けた情報提供を行っ
た。

〇継続して実施している。 ★★ ★★
〇2022年度に引き続き設置している
ため。

〇継続して設置する必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○配偶者等からの暴力防止に関する情
報発信を行う。

〇市民センター等の公共施設や百貨店などの民間
事業所の女性トイレに、女性悩みごと相談周知カー
ドを設置し、相談先の周知を行った。
〇11月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間に
DVに関する情報発信を行った。

・広報まちだへの記事掲載
・市ホームページでの情報発信
・市庁舎イベントスタジオ、男女平等推進センター

での
　パネル展示
・市庁舎パープルライトアップ
・男女平等推進センター職員のパープルリボン

バッヂ着用
〇新たに市内高校、ぽっぽ町田に女性悩みごと相
談周知カード等の設置を行った。

設置：町田高校、成瀬高校、ぽっぽ町田、セーフ
ティボックスサルビア（民間交番）

〇若年層への啓発を行うため、高
校に女性悩みごと相談周知カード
の設置協力を依頼した。

★★★ ★★★

〇DV防止啓発に関する様々な取組
を実施することができたため。
〇高校等の協力を得て、相談周知
カード等の設置場所を増やすことが
できたため。

〇暴力を容認しない意識づくりのた
め、啓発情報を目にする機会を増や
す必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標２】配偶者等からのあらゆる暴力の根絶
【基本施策Ⅰ－２－1】配偶者等からの暴力の防止と早期発見
【施策推進の方向１３】配偶者等からの暴力の根絶のための意識啓発
 取り組み：配偶者等からの暴力に関する情報の収集・提供及び啓発を行い、暴力を容認しない意識づくりを推進します。
 対象：市民
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

男女平
等推進
センター

○市内学校、教育機関と連携し、デート
DVに関する講座を実施する。
○市内学校に、相談先の情報を提供す
る。

○市内大学、中学校と連携し、デートDVに関する講
座を実施した。

講座実施校
・和光大学（参加人数：102人）
・忠生中学校（参加人数：約200人）
・鶴川中学校（参加人数：210人）

〇市内高校に女性悩みごと相談周知カードの設置
を行った。

設置：町田高校、成瀬高校

〇若年層への啓発を行うため、新
たに高校２校に女性悩みごと相談
周知カードの設置協力を依頼した。

★★★ ★★★
〇中学校、高校（新規）、大学の協
力を得て、啓発を行うことができたた
め。

○より多くの若年層に情報が届くよ
う、事業実施場所を拡大する必要が
ある。

・デジタル技術  □
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進  ☑

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

広聴課

○相談窓口等の最新状況をインター
ネット等で情報取集し、常に正確な相談
先を案内できるように努める。
○配偶者や子供、兄弟、親、交際相手
などからの暴力についての相談に対し
て、適切な相談先を案内できるように努
める。
○相談者に対し適切な案内を行うことが
できるように、職員全員で情報共有を図
る。

〇職員全員で相談窓口等の最新情報の共有を図
り、相談者に対して適切な相談先を案内するよう努
めた。
〇2023年度は男女合わせて、22人からDVや暴力に
ついての相談を受け、適切な案内を行った。
〇相談内容によっては、法律相談や人権身の上相
談、関係部署、警察等への案内を行った。

〇相談人数については、8人減少し
た。

★★ ★★

〇DVや暴力についての相談は、
2022年度と比較すると8件減少した
が、一人ひとりの相談者の話をよく
傾聴し、適切な対応及び案内をする
ことができた。
〇相談者に対して、適切な案内先
が一つではないこともあることから、
複数の相談先を案内し、相談内容
によっては、法律相談等の専門相
談を積極的に案内することができ
た。

〇引き続き、最新状況の把握及び
情報共有を図り、関係部署への案
内を適切に行う必要がある。また、
相談者の対応をしている職員一人
に任せるのではなく、職員全員で
フォローし、バックアップを行う必要
がある。

・デジタル技術  □
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

高齢者
支援課

○認知症総合相談窓口を実施する。
○高齢者虐待防止の研修と普及啓発を
行う。
○地域の団体や事業者による見守り活
動の支援を行う。

〇認知症総合相談窓口を実施した。
〇高齢者虐待防止の研修と普及啓発を行った。
〇地域の団体や事業者による見守り活動の支援を
行った。

〇電話相談を317件受付した。
〇高齢者虐待対応を行っている高
齢者支援センター職員等に虐待に
関する知識をより深めてもらうた
め、高齢者虐待対応研修の受講案
内の情報提供や虐待防止の冊子を
配布して普及啓発を行った。
〇見守り協力事業者として新たに8
事業者が登録された。また、町内会
自治会、自主グループ、見守り活動
を行う地域のボランティア（あんしん
連絡員・あんしん協力員）等への活
動支援を行った。

★★ ★★

〇認知症に関する各種相談などの
電話相談を月曜日から土曜日まで
受け付けている。さらに市民の利用
が増えるようチラシ等を作成し、周
知を図った。
〇高齢者虐待の研修を受講するこ
とで、高齢者虐待の基礎知識の習
得や虐待の種類別による対応方法
を学ぶことができた。また、高齢者
虐待についての冊子を配布すること
で虐待についての早期の気づき等、
虐待防止を目的とした啓発を実施し
た。
〇見守り協力事業者の新たな登録
により、更なる体制の強化が図られ
た。
また、町内会自治会、自主グルー
プ、地域のボランティアに対し、見守
りに関する研修会や普及啓発講座
等を実施し、見守りに関する協力体
制の構築や見守り意識の啓発を
行った。

〇より多くの市民に相談窓口を知っ
てもらうために、引き続き窓口の周
知を図っていく必要がある。
〇より多くの市民に虐待に関しての
知識・関心を高めてもらうための普
及啓発を推進していく必要がある
〇市内の見守り協力事業者が増え
るよう、事業者向けチラシを作成し
個別訪問にてアプローチを行ってい
く必要がある。
また、見守り活動を実施する町内
会・自治会やあんしん連絡員・あん
しん協力員との協力体制の構築を
図る他、引き続き自主グループ等地
域の様々な団体に対し、見守り意識
の普及啓発を行う必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

保健予
防課

〇ホームページなど活用して、こころの
相談を周知する

〇こころの相談に保健師等が対応した
訪問相談：延べ949件
電話・来所相談等：延べ4302件

〇新型コロナウイルス等の影響に
より精神保健に係る事業を変更等
があったが、相談件数は増加して
おり、精神保健のニーズは増加して
いる。

★★★ ★★
〇相談窓口の周知を図り、必要時
に関係機関と連携しながら相談対
応を行ったため。

〇引き続きこころの相談に関する相
談窓口の周知を図り、相談対応を実
施していく。

・デジタル技術  □
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標２】配偶者等からのあらゆる暴力の根絶
【基本施策Ⅰ－２－1】配偶者等からの暴力の防止と早期発見
【施策推進の方向１４】暴力の防止に関する若年層への啓発
 取り組み：デートＤＶに関する講座を市内の教育機関で開催し、若年層に対しＤＶ防止啓発を行います。また、相談先などの情報を提供します。
 対象：市民

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標２】配偶者等からのあらゆる暴力の根絶
【基本施策Ⅰ－２－２】配偶者等からの暴力による被害者への支援
【施策推進の方向１５】配偶者等からの暴力に関する相談体制の充実
 取り組み：配偶者等からの暴力に対する相談体制を充実させるとともに、早期発見に努めます。また、警察や関係機関と連携し、被害者に適切に対応します。
 対象：市民
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子ども家
庭支援
センター

○面前ＤＶを含む児童虐待に気づいた
とき、相談･通告をしてもらうよう啓発活
動を行う。

○2023年度第1回町田市子育て支援ネットワーク連
絡会研修会において、子ども家庭支援センターの役
割について説明する中で、面前DVを含む児童虐待
について相談・通告するよう啓発活動を行った。
○子ども食堂ネットワーク会議に出席し、児童虐待
に関する相談や通告について啓発活動を行った。

○子ども食堂ネットワーク会議にお
ける啓発活動を拡充した。

★★★ ★★★

○町田市子育て支援ネットワーク連
絡会研修会において、保育園、幼稚
園、子どもクラブ、小学校、中学校、
学童保育クラブ等、関係機関の参
加者に対し、広く啓発活動を行うこと
ができた。
○子ども食堂運営者に対する啓発
活動を行うことができた。

○関係機関の新入職員に向けて、
次年度以降も引き続き啓発活動を
行う必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

市民病
院

〇被害者との面談を行う。
〇関係機関や地域との連携を図る。
〇「虐待防止委員会」にて情報共有を行
う。
〇「虐待防止委員会」にて院内連携ツー
ルの見直しを行い、院内に周知する。

〇2023年度DV相談件数8件(面前DV含)
〇2023年度児童虐待通告4件、関係者会議11件
〇虐待防止委員会　年4回開催
〇虐待防止講演会　年1回開催
〇院内学習会　年1回開催

〇院内周知のため、院内学習会を
開催した。

★★★ ★★★

〇虐待が疑われた場合には早急に
院内会議を開き、状況に応じて通
告、関係機関や地域と情報共有を
行った。
〇「虐待防止委員会」にて院内連携
ツールの見直しを行い、取り組みを
強化することができた。

〇DVが疑われたとしても、本人の了
承を得ることができない場合には関
係機関に連絡を取ることができす、
支援につなげることが難しい。
〇「虐待防止講演会」にて対応力向
上を目指す。

・デジタル技術  □
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

男女平
等推進
センター

○女性悩みごと相談を実施する。

〇DVによる暴力被害者に対し、気づきのきっかけ・
情報の提供、関係機関への橋渡しなどの支援を
行った。
　「DV」に関する相談件数：101件
　（女性悩みごと相談件数全2,319件中）

〇DV関連部署の相談員同士によ
る情報交換の場を設定し、各部署
の業務範囲の確認など、意思疎通
を図った。

★★★ ★★

〇他市と比較して、相談実施日が多
く、必要に応じて面接相談、法律相
談を行っており、相談しやすい体制
が取れているため。
〇緊急性のある案件については、
庁内の関係部署と連絡を取り、早期
の対応を行うことができているた
め。

〇適切な対応ができるよう、引き続
き関係部署との連携を図る必要が
ある。

・デジタル技術  □
・男性への

アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進  ☑
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

生活援
護課

○DV被害者や各連携機関からの相談
窓口を生活援護課相談係に一元化し、
迅速に生活保護を開始する。
○子ども家庭支援センターや高齢者支
援課、障がい福祉課等と連携し、緊急
一時保護等の対応をする。

〇2023年度はDV被害者や各連携機関から26件の
相談を受けた。女性の相談員を配置し、個室の面談
室を設置することで、DV被害者が相談しやすい環
境を整備している。また、状況により婦人相談員を
同伴し、面接相談を行った。
〇必要に応じて各機関と連携し、包括的な対応をし
た。

〇2022年度と比較し、DV被害者や
各連携機関からの相談が増えた。
各機関と連携し、DV被害者の安全
確保に務めた。

★★★ ★★★

〇関係機関との連携や情報共有を
行うことで、初動対応をスムーズに
行うことができた。
〇生活保護を迅速に開始し、経済
的支援をすることで、DV被害者が安
心できる環境を整えた。

〇地域コーディネーターとの効果的
な連携を進めていく必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重☑
・ＳＤＧｓの推進 □

高齢者
支援課

○高齢者・障がい者虐待防止連絡協議
会を開催する。
○高齢者虐待防止の普及啓発を行う。
○警察や民生委員等の地域の関係機
関及び各担当部署との連携を図る。

〇高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会を開催し
た。

〇高齢者・障がい者虐待防止連絡
協議会を2回開催した。
その中で高齢者虐待の状況報告お
よび障がい者虐待の状況報告を行
い、外部講師を招き、事例に基づい
た虐待の対応方法について研修を
実施した。

★★ ★★

〇高齢者虐待、障がい者虐待の取
扱件数や虐待内容を関係機関で共
有し、それらに対する意見交換を
行った。
〇外部講師を招き、事例に基づいた
虐待の対応方法について研修を実
施することができた。

〇今後も、高齢者の虐待防止に向
けて、関係機関との連携を図ってい
く必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

保健予
防課

〇ホームページなど活用して、こころの
相談を周知する

〇こころの相談に保健師等が対応した
訪問相談：延べ949件
電話・来所相談等：延べ4302件

〇新型コロナウイルス等の影響に
より精神保健に係る事業を変更等
があったが、相談件数は増加して
おり、精神保健のニーズは増加して
いる。

★★★ ★★
〇相談窓口の周知を図り、必要時
に関係機関と連携しながら相談対
応を行ったため。

〇引き続きこころの相談に関する相
談窓口の周知を図り、相談対応を実
施していく。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

子ども家
庭支援
センター

○町田市子育て支援ネットワーク連絡
会の関係機関と協力、連携し、面前DV
を含む虐待を受けている子どもをはじめ
とする、支援が必要な子どもとその家族
の早期発見や、適切な支援を行う。

○町田市子育て支援ネットワーク連絡会の地域ネッ
トワーク会議を年42回実施し、943人の児童の情報
を共有した。
○上記連絡会に参加していない関係機関を訪問し、
児童虐待防止に関する取組の説明や通告への協
力依頼を行った。

○新たに、子ども食堂18団体、訪問
看護ステーション17施設、認可外保
育施設（企業主導型）16施設に対
し、説明及び協力依頼を行った。

★★★ ★★★

○町田市子育て支援ネットワーク連
絡会に未加入の施設及び団体へ協
力依頼を行ったことで、児童虐待防
止に関する取組への協力を得られ
る関係機関を増やすことができた。

○引き続き、虐待を受けている子ど
もをはじめとする、支援が必要な子
どもとその家族の把握及び支援に
努める。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

市民病
院

〇被害者との面談を行う。
〇関係機関や地域との連携を図る。
〇「虐待防止委員会」にて情報共有を行
う。　　　　　　　　　　　　　〇「虐待防止委
員会」にて院内連携ツールの見直しを行
い、院内に周知する。

〇2023年度DV相談件数8件(面前DV含)
〇2023年度児童虐待通告4件、関係者会議11件
〇虐待防止委員会　年4回開催
〇虐待防止講演会　年1回開催
〇院内学習会　年1回開催

院内周知のため、院内学習会を開
催した。

★★★ ★★★

〇虐待が疑われた場合には早急に
院内会議を開き、状況に応じて通
告、関係機関や地域と情報共有を
行った。
〇「虐待防止委員会」にて院内連携
ツールの見直しを行い、取り組みを
強化することができた。

〇DVが疑われたとしても、本人の了
承を得ることができない場合には関
係機関に連絡を取ることができす、
支援につなげることが難しい。
〇「虐待防止講演会」にて対応力向
上を目指す。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

男女平
等推進
センター

○配偶者からの暴力防止等関係機関実
務担当者連絡会議を開催する。

○配偶者からの暴力防止等関係機関実務担当者
連絡会議を開催した。
〇上記連絡会に加え、他部署の相談員同士による
情報交換会を実施した。

新たに他部署の相談員同士による
情報交換会を実施した。

★★ ★★

〇東京ウィメンズプラザの出前講座
を活用し、研修を受けることができ
たため。
〇関係機関、庁内関係部署の現状
や課題を共有し、円滑な連携を図る
ことができたため。

〇適切な対応ができるよう、引き続
き関係部署との連携を図る必要が
ある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

【施策推進の方向１６】被害者の安全確保への対応の整備

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標２】配偶者等からのあらゆる暴力の根絶
【基本施策Ⅰ－２－２】配偶者等からの暴力による被害者への支援

 取り組み：高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会、配偶者からの暴力防止等関係機関実務担当者連絡会議など関連組織や警察等との連携を強化し、窓口の充実を図るとともに、速やかに対応できる環境を整備します。また、緊急一時保護対応の検討を行
 対象：市民

 
12



担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

男女平
等推進
センター

○グループの話し合いの場を提供す
る。
○登録団体企画の実施を支援する。

〇男女平等推進センター登録団体（自助グループ）
が企画した市民向け講座の開催を支援した。
　企画名：アートセラピーへのお誘い“コロナを超え
て明日へ”コラージュを体験してみませんか？
　参加人数：26人

〇2022年度は「ＤＶ防止・被害者支
援を学ぶ」という趣旨で、支援者側
の知識習得を目的とした講座で
あったのに対して、2023年度は作
業を伴う講座を通して参加者自身
のストレス解消にアプローチする内
容とした。

★★ ★★

〇男女平等推進センター登録団体
の企画運営力向上の一助となった
ため。
〇グループワークを行う講座を開催
し、グループ内の相互の交流も活発
で、講座開催の目的に合った成果
が得られたため。

○自助グループが定期的に活動で
きる環境を整えるとともに、DV被害
者と自助グループを繋ぐための支援
を行う必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

産業政
策課

○市民や事業者に情報提供するにあた
り、国や東京都等が発行している事業
者向けのチラシ・冊子などを市の関連施
設に設置した。

○東京都労働相談情報センター多摩事
務所との共催で、「徹底解説！近時の
労働関連裁判と実務」を実施した。

〇＜チラシ等配置先＞
産業政策課窓口、町田商工会議所、町田新産業創
造センター、「街頭労働相談」実施場所（小田急町田
駅ビル東口広場）

〇セミナー参加者数は77人（2日間合計）

○東京都労働相談情報センターと
実施した「街頭労働相談」において
も、ハラスメントに係る資料を配布し
た。

★★ ★★
○知っていただく機会を増やすこと
ができたため。

〇多くの方に参加していただくため
に、周知を強化する必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

男女平
等推進
センター

○ハラスメントに関する事業者向け情報
発信を行う。

○市ホームページにて、ハラスメントの類型、相談
先などの情報発信を行った。
〇ハラスメントの類型、相談先などを紹介するパネ
ル展示を行った。

〇ハラスメントに関する情報発信を
積極的に行った。

★★ ★★
〇ハラスメントに関する情報発信を
複数の方法で行うことができたた
め。

〇商工会議所ニュースへの掲載依
頼等、事業者の方に届くような情報
発信方法を検討する必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

市民生
活安全
課

○防犯パトロールを通じた迷惑なスカウ
ト行為に対する注意喚起、性犯罪被害
防止パンフレットの配布などを通じた周
知・啓発活動、女子学生を対象とした防
犯講話を実施する。

○官民協働による防犯パトロールを57回実施した。
○町田駅前ペデストリアンデッキ内のデジタルサイ
ネージ及びYouTubeにおいて、迷惑なスカウト行為
に関する注意啓発動画を放映した。
○ストーカー、痴漢被害等性犯罪被害防止に関す
るパンフレットを窓口で配布し、周知・啓発を行った。

〇迷惑なスカウト行為に関する注
意啓発動画をYouTubeで公開した。

★★★ ★★★
〇新たにYouTubeを活用した啓発活
動を実施できたため。

〇中心市街地での迷惑なスカウト行
為が発生している状況が続いている
ため、今後も、防犯パトロールや注
意啓発動画の活用を通じて被害の
防止に努めていく必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

男女平
等推進
センター

○市内学校、教育機関と連携し、デート
DVに関する講座を実施する。
○女性悩みごと相談窓口の周知を行
う。

〇市ホームページにて若年層の性暴力被害予防月
間について情報発信を行った。
○市内大学、中学校と連携し、デートDVに関する講
座を実施した。
　講座実施校
　・和光大学（参加人数：102人）
　・忠生中学校（参加人数：約200人）
　・鶴川中学校（参加人数：210人）
○市民センター等の公共施設や百貨店などの民間
事業所の女性トイレに、女性悩みごと相談周知カー
ドを設置し、相談先の周知を行った。
〇新たに市内高校、ぽっぽ町田に女性悩みごと相
談周知カード等の設置を行った。
　設置：町田高校、成瀬高校、ぽっぽ町田、セーフ
ティボックスサルビア（民間交番）

〇若年層の性暴力被害予防月間
の情報発信を行った。

★★★ ★★★
〇新たに高校等の協力を得て、啓
発を行うことができたため。

○カリキュラムが決まっている教育
機関とどのように連携できるか検討
する必要がある。
○より多くの方に相談窓口の情報が
届くよう、周知方法や場所を検討す
る必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

 対象：市民、事業者

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標２】配偶者等からのあらゆる暴力の根絶
【基本施策Ⅰ－２－２】配偶者等からの暴力による被害者への支援
【施策推進の方向１７】自立支援に関する自助グループへの支援
 取り組み：被害者同士が、体験や感情を共有し、情報を交換し合う自助のためのグループを支援します。
 対象：市民

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標２】配偶者等からのあらゆる暴力の根絶
【基本施策Ⅰ－２－３】ハラスメントやその他暴力への対策
【施策推進の方向１８】あらゆるハラスメントを防止するための取り組みの推進
 取り組み：セクシュアル・ハラスメント等、各種ハラスメントを防止するため、事業所等へ情報提供を行います。

【めざすべき姿Ⅰ】【基本目標２】配偶者等からのあらゆる暴力の根絶
【基本施策Ⅰ－２－３】ハラスメントやその他暴力への対策
【施策推進の方向１９】性暴力、ストーカー、性の商品化等に関する被害の防止
 取り組み：性暴力やストーカー被害を防止するため、関連法や相談窓口等の周知啓発に努めます。また、売買春や性の商品化等に関する問題意識を高めます。
 対象：市民

 
13



担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

産業政
策課

○市民や事業者に情報提供するあたり、
国や東京都等が発行している事業者向け
のチラシ・冊子などを市の関連施設に設
置した。
○東京都労働相談情報センター多摩事
務所との共催で、「知っておこう！パート・
契約社員で働くときの基礎知識」を実施し
た。

〇＜チラシ等配置先＞
産業政策課窓口、町田商工会議所、町田新産業創
造センター、「街頭労働相談」実施場所（小田急町
田駅ビル東口広場）
〇セミナー参加者数は52人（2日間合計）

○東京都労働相談情報セン
ターと実施した「街頭労働相
談」においても、ワーク・ライ
フ・バランスに係る資料を配布
した。

★★ ★★
〇知っていただく機会を増やすことが
できたため。

〇多くの方に参加していただくため
に、周知を強化する必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

男女平
等推進
センター

○ワーク・ライフ・バランス、育児休暇、介
護休暇等に関する事業者向け情報発信
を行う。
○ワーク・ライフ・バランス、育児休暇、介
護休暇等に関する市民向け情報発信を
行う。
〇ワーク・ライフ・バランスに関する講座を
実施する。

〇育児、介護休暇に関する資料として、都の補助
金のチラシを入手し配架した。
〇市ホームページにて、ワーク・ライフ・バランスの
用語解説、働き方改革実現のための事業者向け
助成金の紹介を行った。
〇講座「家事は8割捨てていい？！」を開催し、毎
日を暮らしやすくする方法を伝えた。また、子育て
支援情報のチラシ等を配布し、ワーク・ライフ・バラ
ンスを実現するため制度について紹介した。

〇市ホームページにて、ワー
ク・ライフ・バランスについての
情報発信を行った。
〇ワーク・ライフ・バランスに
関する講座を開催した。

★★ ★★

〇市ホームページにて働き方改革実
現のための事業者向け助成金の紹
介を行い、ワーク・ライフ・バランス実
現の一助となったと考えられるため。

〇商工会議所ニュースへの掲載依
頼等、事業者の方に届くような情報
発信方法を検討する必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

契約課

町田市総合評価方式実施ガイドラインに
基づき、総合評価方式による一般競争入
札を実施し「仕事と家庭の両立推進企業
賞」の事業者への周知及び受賞の促進を
行った。

〇総合評価方式による一般競争入札を6回行っ
た。
〇町田市総合評価方式実施ガイドラインを見直し、
ワーク・ライフ・バランスの評価項目について、新た
に厚生労働大臣認定制度（えるぼし・くるみん）を追
加した。

〇一般競争入札において、総
合評価方式で行う回数を増や
した。
〇ガイドラインを見直し、ワー
ク・ライフ・バランスの項目に
ついてはさらに事業者が入札
に参加しやすいようにした。

★★★★ ★★★

〇一般競争入札の総合評価方式が
本導入してから2023年度で8年が経
過し、「仕事と家庭の両立推進企業
賞」は総合評価の加点項目の一つで
あることは、事業者にも浸透してきて
いる。2023年度は、総合評価方式に
よる一般競争入札を6回行い、2022年
度の実績（5回）を上回った。また、よ
り入札参加しやすいようガイドライン
を改正した。

〇「仕事と家庭の両立推進企業賞」
の受賞後から3年度経過後もワー
ク・ライフ・バランスの促進に継続し
て取り組んでいる企業を評価できる
仕組み及び新たな評価項目の検討
を担当部署とともに進めていく。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

産業政
策課

○事業者に情報提供するにあたり、国や
東京都等が発行している事業者向けのチ
ラシ・冊子などを市の関連施設に設置し
情報提供を行った。

〇＜チラシ等配置先＞
産業政策課窓口、町田商工会議所、町田新産業創
造センター

○産業政策課窓口での配布
資料は、期限や内容に応じて
整理して提供するようにした。

★★ ★★
〇速やかに情報提供を行うことがで
きたため。

〇多くの事業者の方知っていただく
ために、周知を強化する必要があ
る。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

男女平
等推進
センター

○町田市仕事と家庭の両立推進企業賞
（または類する事業）を実施する。
〇当該事業のリニューアルに向けた検討
を行う。

〇市ホームページで企業賞の事業説明や募集、過
去の受賞企業の取り組みなどを掲載した。
〇学識経験者や市民委員などで構成される男女平
等参画協議会で議論し、関係部署と調整を行った。

〇当該事業のリニューアルに
向けた検討を開始した。

★★ ★★
○事業の見直しや周知方法などにつ
いて検討を開始したため。

〇事業開始から15年が経過し、更な
る推進のため、事業の仕組みにつ
いて検討する必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標１】雇用や職業等の場における男女平等参画の推進
【基本施策Ⅱ－１－1】多様で柔軟な働き方を選べる環境整備への支援
【施策推進の方向２０】働く人のワーク・ライフ・バランス実現に向けた普及啓発
 取り組み：ワーク・ライフ・バランス、育児休暇、介護休暇等に関する周知・啓発活動を推進します。
 対象：市民、事業者

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標１】雇用や職業等の場における男女平等参画の推進
【基本施策Ⅱ－１－1】多様で柔軟な働き方を選べる環境整備への支援
【施策推進の方向２１】事業者へのワーク・ライフ・バランス推進支援
 取り組み：市内の中小企業におけるワーク・ライフ・バランス推進を支援します。
 対象：事業者
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

産業政
策課

〇東京都との共催で、文化交流センター
において、女性向けの職業訓練(5日間
コース)を実施した。
〇町田新産業創造センターが、「入門編」
と「実践編」に分けて実施した。

〇女性向け職業訓練（5日間コース）
参加者数40人（全4回、対面）
〇まちだ女性創業スクール
参加者数22人（入門編10人、実践編12人）

○昨年度に引き続き、交流会
を開催したことで、参加者同
士の交流が深まった。

★★★ ★★

○満足度5段階中4.8と高い評価を得
たスクールとなったため。スクール受
講後、飲食店を開業した人もおり、起
業・創業に繋がったため。

〇多くの方に参加していただくため
に、周知を強化する必要がある。
○参加者の当日無断キャンセルが
あるため、対策を講じる必要があ
る。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○女性のための就職準備セミナーを実施
する。

○ハローワーク町田と共催で「女性のための就職
準備セミナー」を実施した。
　実施回数：5回
　延べ参加人数：93人
○東京しごと財団と共催で就職支援に関するイベ
ントを実施した。
　実施回数：1回
　参加人数：71人

〇東京しごと財団と共催で行
う就職支援に関するイベント
について、開催場所を変更し
た。

★★★ ★★★

○ハローワーク町田との共催セミ
ナーを、パソコン講習や面接対策な
ど、さまざまな内容で実施すること
で、就職活動に必要な技能や情報を
伝えることができた。
○東京しごと財団共催イベントでは、
財団のイベント運営ノウハウで想定を
大幅に上回る方に参加していただくこ
とができたため。

○引き続き、就職を希望する女性の
ニーズに合った情報を提供する必
要がある。
○求職者に届く情報提供の方法を
検討する必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

広聴課

○社会保険労務士による「年金・社会保
険・労務についての専門相談」の広報や
相談の予約受付を行い、専門相談を実施
する。
○秋にぽっぽ町田にて、未来を創るアー
バンネットまちだによる合同無料相談会を
実施する。
○年2回（秋と冬）、休日に市民センター等
において無料相談会を実施する。

〇社会保険労務士による「年金・社会保険・労務に
ついての専門相談」の広報や相談の予約受付を行
い、2023年度は男女合わせて、45人が専門相談を
受けた。
〇2023年9月30日（土）に「未来を創るアーバンネッ
トまちだ」による無料相談会をぽっぽ町田で行い、
男女合わせて82人が相談を受け、そのうち10人が
「年金・社会保険・労務相談」を受けた。
〇2023年11月26日（日）に玉川学園コミュニティセ
ンター、2024年2月25日（日）に鶴川市民センターで
無料相談会を行ったい、男女合わせて32人が相談
を受け、そのうち4人が、「年金・社会保険・労務相
談」を受けた。

〇「年金・社会保険・労務」に
関する相談人数については、
合計で16人増加した。

★★ ★★

〇社会保険労務士による「年金・社会
保険・労務についての専門相談」につ
いては、2022年度と比較すると相談
人数が12人増加した。
〇相談者に対し、専門相談の案内な
ど、適切な対応ができた。
〇休日に市役所以外の場所で「年
金・社会保険・労務相談」を含む無料
相談会を3回実施することができた。
なお、「年金・社会保険・労務相談」の
相談人数については、2022年度と比
較すると全体で4人増加した。

〇引き続き、相談者に対し、社会保
険労務士による「年金・社会保険・労
務のついての専門相談」や関係機
関への案内を行い、相談者が解決
方法を導きだせるように、対応して
いく必要がある。
〇悩みを抱えている相談者に対し
て、相談会を知ってもらい、気軽に
足を運んでもらえるよう、効果的な
集客（周知方法や相談会場の選択
など）の検討を行う必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

生活援
護課

〇「生活保護受給者」「住居確保給付金
受給者」「自立相談支援事業による支援
を受けている生活困窮者」や、各種事業
の申請者及び相談者を対象に、職業紹介
や求人情報の提供を行う。
〇就労準備支援事業により、直ちに就労
が困難な方に対し、就労に向けた支援を
する。

〇市役所内に設置した就労サポートまちだと連携
し、就労に向けた支援を行った。
〇新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援
金支給に伴い、個々に応じた就労相談を行った。
〇就労準備支援事業により、就労に向けた支援を
行った。
〇女性の相談員を配置し、個室の面談室を設置す
ることで、相談しやすい環境を整備している。また、
状況により婦人相談員を同伴し、面接相談を行っ
た。

〇就労準備支援事業の利用
者は定員に達し、各種セミ
ナーを通じて、就労に向けた
支援を行った。

★★★ ★★★

〇就労サポートまちだと連携した就職
支援を行うことができた。
〇保健所や福祉関係部署等との分
野横断的な連携を行い、生活困窮者
等に対し、就労や自立に向けた段階
的な支援を行った。

〇各種事業との繋がりはあるもの
の、事業の利用が低頻度となってい
る方へのフォローアップが課題と
なっている。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

産業政
策課

○東京都労働相談情報センター多摩事
務所との共催で、小田急町田駅ビル東口
広場において街頭労働相談会を開催し
た。

〇相談者数25人
〇資料説明数26人
〇資料配布数1015人

○資料配布人数が877人
（2022年度）から1015人に増
加した。

★★ ★★
○ポップを活用した資料紹介など、理
解促進を図ることができたため。

〇多くの方に参加していただくため
に、周知を強化する必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○女性悩みごと相談を実施する。

〇仕事について悩みを抱える方に対し、話をうかが
い、必要に応じて情報提供を行った。
　「仕事・労働」に関する相談件数：130件
　（女性悩みごと相談件数全2,319件中）

〇相談内容について、コロナ
禍においては就活や失業など
雇用関連の相談が多い傾向
にあったが、2023年度につい
ては職場内の人間関係に関
する相談の割合が増えた。

★★★ ★★

〇他市と比較して、相談実施日が多
く、必要に応じて面接相談、法律相談
を行っており、相談しやすい体制が取
れているため。

〇必要な情報提供ができるよう、引
き続き情報収集を行う必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

【基本施策Ⅱ－１－２】女性の活躍推進に向けた取り組みへの支援
【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標１】雇用や職業等の場における男女平等参画の推進

 取り組み：女性の就労に伴う相談に対し、悩みごと相談や関係機関と連携し、適切な情報提供を行い、女性の就労を支援します。
 対象：市民、事業者

【施策推進の方向２２】再就職や起業に向けた学習講座等の開催や情報の収集・提供
 取り組み：再就職に向けた講座や女性の起業に関するセミナーを開催します。また、起業や就労に関する情報収集、提供を行います。
 対象：市民

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標１】雇用や職業等の場における男女平等参画の推進
【基本施策Ⅱ－１－２】女性の活躍推進に向けた取り組みへの支援
【施策推進の方向２３】就労に関する情報提供や相談窓口の周知
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

児童青
少年課

○保護者が日中不在となる家庭の児
童に対して、楽しく安全に過ごせる生
活の場を提供することで、児童の成長
と自立を支援し、保護者が安心して働
ける環境を整える。

〇全ての小学校区に学童保育クラブを設置し、仕
事と家庭生活の両立に向けた環境を整えている。
また、一定期間に申請のあった小学1から3年生ま
での児童（障がいのある児童は6年生まで）につい
ては、全員が入会できる「全入制度」の運用を継続
しつつ、2021年度からは入会対象を全学年に拡大
している。

〇小学校の在籍児童が減る
中、学童保育クラブの入会
者数は増加している。

★★ ★★

〇小学3年生までの児童（障がいのある児童
は6年生まで）については、一定期間に申請の
あった全員が入会できる「全入制度」の運用を
継続することで、入会待ちとなる児童を最小限
としてきた。また、2021年度からは小学4から6
年生までを新たに入会対象とし、子育て世代
を支援するサービスの充実を図ることができた
ため。

〇2021年度から、入会できる児童を
全学年に広げたことから入会申請
数は増加傾向にあるため、引き続
き、育成スペースの整備を進めるこ
とで、保護者が安心して就労等を行
える環境を整える必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進
☑

保育・幼
稚園課

〇保育コンシェルジュが、市内の教育・
保育施設の定期訪問を実施し、助言等
を行うことで、保育の質の確保と向上を
図る。
〇保育士等の相談窓口において、保
育コンシェルジュや保育士サポートロイ
ヤーが助言等を行う。
〇デジタル技術による市民サービス向
上と業務改善を行う。

〇保育コンシェルジュが、認可保育所等に、合計
171園、延べ232回訪問し、助言等を行った。
〇保育士サポートロイヤーによる相談受付10件、
研修2回実施した。
〇幼稚園・保育園等に係る全23種類の手続きをオ
ンライン化を実施した。

〇訪問園数174→171
〇保育士サポートロイヤー
による相談受付件数4→10
〇保育園・幼稚園に係る全
て（23種類）の手続きのオン
ライン化を東京都内で初めて
実施した。

★★★ ★★★

〇保育コンシェルジュによる訪問に関しては、
園の現状や悩みを把握し、助言等を行ったこと
で、園からは新たな気づきになったと評価を得
た。
〇サポートロイヤー相談後のアンケートでは、
全件でやや満足以上の評価を得た。
〇保育園入園に関するオンライン申請は導入
初年度から8割の申請率となり、市民の利便性
向上と業務の生産性向上を実現した。

〇さらなる保育の質の向上に向け
た、園との信頼関係の構築。
〇多様な子育て家庭の多様なニー
ズへの対応。
〇デジタル技術の活用による、業務
のさらなる効率化。

・デジタル技術  ☑
・男性への　　　☑
　アプローチ
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 ☑

子育て
推進課

〇認可保育所、小規模保育事業所を
整備。
〇既存施設の認定こども園への移行。
〇延長保育、一時保育、年末保育、病
児・病後児保育の実施。

〇2024年4月現在（2024.4.1開所）
認可保育所　　76園（＋1園）
認定こども園　14園（0園）
小規模保育所 19園（0園）
病児保育室　　　3室（0室）
〇一時保育利用者数：2,883人
　延長保育利用者数：15,666人
　年末保育利用者数：27人
※公立保育園（5園）の延べ人数
　2023年10月に一時保育及び延長保育、2023年11
月に年末保育の利用登録オンライン化を実施。
〇病児保育3施設（0園）
　病後児保育4施設（0園）
　引き続き、八王子市、相模原市、川崎市と広域利
用協定に基づく相互利用を実施。
病児保育延べ利用者数：1,646人
病後児保育延べ利用者数：1,279人

〇2024年4月現在（2024.4.1
開所）
認可保育所　　76園（＋1園）
認定こども園　14園（0園）
小規模保育所 19園（0園）
病児保育室　　　3室（0室）
〇職員確保困難による受け
入れ人数の制限等により、
一時保育利用者数が959人
減。延長保育利用者数1,627
人増。
〇感染症の流行などにより、
病児保育延べ利用者数が
727人、病後児保育延べ利
用者数が180人それぞれ増
加。

★★ ★★★

〇2024年4月に認可保育所1園（南地域）を予
定通り開所した。
〇一時保育、延長保育、年末保育の利用を必
要とする家庭に、保育を提供した。2023年10
月から利用登録のオンライン化を実施し、保護
者及び職員の利便性向上につながった。
〇感染症の流行などにより、利用者数が大幅
に増加したが、保育の利用を必要とする家庭
に保育を提供した。

〇2024年4月に認可保育所1園（南
地域）を開所したが、待機児童数は
2人減少に留まった。引き続き待機
児童解消に向けた取り組みを行う
必要がある。一方、保育施設の定
員に空きが生じている地域もあり、
各地域の状況に応じた対応を行う
必要がある。
〇病児・病後児保育について、今後
もニーズを見極め、施設整備の検
討・調整を行うとともに、他自治体と
の広域利用協定拡充についても検
討を行う。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

子ども
家庭支
援セン
ター

○保護者の疾病等の理由により、家庭
で養育が一時的に困難となった児童
を、児童養護施設等に入所させ、必要
な養育を行う。宿泊を伴うショートステ
イと夜間まで預かるトワイライトステイ
の2種類を実施する。

○2歳未満のショートステイは、年間延べ93人の利
用があった。
○2歳以上のショートステイは年間延べ456人、トワ
イライトステイは年間延べ615人の利用があった。

○2023年度から新たに、特
に支援を必要とする家庭（要
支援家庭）に対するショート
ステイを導入した。

★★★ ★★★

○2歳未満のショートステイ、2歳以上のショー
トステイ・トワイライトステイで、それぞれ利用
者数が2022年度比97.8％増、3.4％増、13.5％
増となった。
○新たに、要支援家庭を対象とするショートス
テイを導入した。

○ショートステイを必要とするときに
利用できないケースが見られるた
め、運用の見直しをする必要があ
る。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標２】仕事と家庭生活の調和に向けた育児・介護の支援
【基本施策Ⅱ－２－1】子育てに対する支援
【施策推進の方向２４】さまざまな保育サービスの充実
 取り組み：延長保育、一時保育、学童一時預かりなどのソフト面と待機児童解消に向けた保育園整備などのハード面双方から保育サービスの充実を図ります。
 対象：市民
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

保健予
防課

○両親学級（土曜日に開催）、母親学
級（平日2日コース）、そらまめの会（多
胎児の会）を実施する。

〇両親学級（土曜日）・母親学級（平日2日間コー
ス）：年24回開催、延べ910人（うち父親366人）参加
〇そらまめの会（多胎児の会）：年3回開催、延べ43
人（うち父親1人）参加

〇新型コロナウイルス5類移
行に伴い、6月から両親学
級・母親学級ともに定員を20
名から30名に増枠した。そら
まめの会は11月から予約制
を廃止した。

★★★ ★★
〇両親学級・母親学級については、定員増枠
により、参加者が大幅に増加した。父親の参
加も増加した。

〇引き続き、父親の育児参加を促
す取り組みを検討していく必要があ
る。
他機関とも連携して、地域での展開
を検討していく必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

子育て
推進課

〇子育てサイトでの情報配信
〇子育てひろば事業・イベント・育児講
座の開催

〇ひろばカレンダーを毎月発行
〇子育てひろばを61園で実施。
園庭・室内開放の参加者数　68,907人

〇ひろばカレンダーを毎月発
行
〇子育てひろばの施設数が
1園増加。
園庭・室内開放の参加者数
人3,275人増加

★★ ★★

〇子育てに関するイベント等について、「子育
てサイト」や紙媒体の「ひろばカレンダー」で情
報を配信を行った。配信については、徐々にオ
ンラインの比重を増やし、利用者がいつでもど
こでも情報を取得しやすいように工夫してい
る。
〇在宅で子育てをしている家庭に、集いの場
を提供し、親子の交流の促進や子育て支援に
関する講習などを行った。新型コロナウイルス
感染症の5類移行により、それまで控えていた
外出が増えたため、子育てひろばに訪れる利
用者数が増加した。
なお、2024年度中に南地域に子育てひろば1
施設を開設予定で、更なる子育て支援の充実
を図っていく。

〇児童の数が減少している中でも、
子育て家庭への支援は重要である
ことから、より効果的な情報発信、
支援方法を検討し、実施していく。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

子ども
家庭支
援セン
ター

○市内5か所の各地域子育て相談セン
ターと共催で、子育て中の親を対象とし
た育児講座を実施する。
○外部講師を招き、子育て中の親を対
象とした、保育付きの育児講座を実施
する。

○各地域子育て相談センターで、1回ずつ育児講座
を実施し、36家庭が参加した。
○外部講師を招き「こんなときどうしたらいいの？感
情的にならない子育て」の講座を実施し、25人が参
加した。

○2022年度と比較して、地域
子育て相談センターにおける
育児講座は参加者増となっ
たが、外部講師を招いた講
座については参加者減と
なった。

★★ ★★★

○各地域で育児講座を開催したことで、居住
地の近くで講座を受けられる体制がとれた。
○外部講師を招いた講座では、保育サービス
も提供し、乳幼児がいる親でも参加しやすい環
境を整えた。

○より多くの方に育児講座を受講し
てもらえるよう、講座内容や周知方
法について検討する。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

生涯学
習セン
ター

○親と子のまなびのひろば「きしゃポッ
ポ」「パパと一緒にきしゃポッポ」を実施
○子育て中の保護者を対象とした講座
等を実施

〇親と子のまなびのひろば「きしゃポッポ」を22回実
施し、延べ153名が受講
○親と子のまなびのひろば「パパと一緒にきしゃ
ポッポ」を12回実施し、延べ45名が受講
〇家庭教育支援事業の修了者団体が企画運営す
る、親と子のまなびのひろば「スマイルきしゃポッ
ポ」を年2回実施し、延べ６名が受講
〇子育て中の保護者を対象とした講座等を79回実
施し、延べ928名が受講

〇2023年2月に策定した生
涯学習センター運営あり方
見直し実行計画に基づき、
事業を整理している。
〇市民提案型事業（まちチャ
レ）で、子育て中の保護者を
対象とした講座を実施。

★★★ ★★★

〇子どもの成長にあわせた保護者向け講座
が実施できており、子育て中の保護者への啓
発ができているため。
〇市民提案型事業（まちチャレ）でも、子育て
中の保護者を対象とした講座を実施したため。

〇引き続き、保護者が学びたいこ
と・興味があることに沿った講座とな
るよう、内容の検討を行う必要があ
る。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○子育てを行っている親を対象とした
講座を実施する。

○子育てを行っている親を対象とした講座を実施し
た。
　実施回数：4回
　（　父子工作教室、性教育講座、こころとからだの
健康講座、ワーク・ライフ・バランス講座　）
　延べ参加人数：90人

〇性教育やをワーク・ライフ・
バランスの講座を新たに実
施した。

★★★ ★★

○男性の保護者とその子どもを対象とした講
座（父子工作教室）を実施し、男性の家庭への
参画の一助とした。
〇各企画とも申込率、満足度とも高く、ニーズ
に合った講座を開催することができたため。

〇参加者のうち女性の割合が高い
ため、男性も積極的に参加してもら
えるよう工夫する必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標２】仕事と家庭生活の調和に向けた育児・介護の支援
【基本施策Ⅱ－２－1】子育てに対する支援
【施策推進の方向２５】子育てに関する啓発活動の充実
 取り組み：子育てに関する啓発活動の充実を図ります。また、子育てを行っている親を対象とした事業やイベントを開催します。
 対象：市民
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

保健予
防課

〇しっかりサポート面接（妊婦面接）、
妊娠8か月時アンケート、新生児訪問、
こんにちは赤ちゃん訪問、ファースト
バースデイ事業、乳幼児・母性相談を
実施する。
〇こんにちは赤ちゃん会議を開催し、
子育て相談センターと子ども家庭支援
課と連携する。

〇しっかりサポート面接（妊婦面接）：2346人に実施
（うち夫の同席561人）
〇新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問：2216人
（出生数2197人）に実施
〇ファーストバースデイ事業：2436人（回答率
96.8％）に実施
〇乳幼児・母性相談：38回開催、延べ1190人参加
〇こんにちは赤ちゃん会議：48回開催（4地区12回
ずつ）

〇2023年3月から、出産子育
て応援交付金事業(伴走型
相談支援と経済的支援）を開
始し、9月から妊娠8か月時
にアンケートを実施した。
〇2022年4月から、ファースト
バースデー事業（1歳の誕生
日を迎えた養育家庭にアン
ケートを実施し子育てギフト
交付）を開始した。アンケート
結果から相談希望者が相談
できる体制を整備した。
〇既存事業の乳幼児・母性
相談について取り組み内容
に追加した。
〇関係機関との連携につい
ては、取り組み内容をこんに
ちは赤ちゃん会議の開催に
変更した。

★★★ ★★

〇出産子育て応援交付金事業の開始に伴
い、妊婦面接や新生児訪問数が大幅に増加し
た。またアンケートを開始したことで相談希望
者がタイムリーに相談できる体制作りができ
た。
〇乳幼児・母性相談については、予約制を廃
止したことにより、参加者数が大幅に増加し
た。
〇支援が必要な妊産婦や子どもについては、
こんにちは赤ちゃん会議で、関係機関（子育て
相談センターや子ども家庭支援課）と情報共
有し、連携強化に努めている。

〇育児不安や育児負担など悩みを
抱える保護者を早期発見し、専門職
による相談体制を充実していく必要
がある。
また、関係機関と連携し、妊娠期か
ら就学前まで切れ目のない支援と、
地域で支えるネットワークの構築を
推進していく必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進☑

子育て
推進課

〇マイ保育園事業実施園の拡充

〇子育てに関する相談に対応できる体
制づくりと連携の強化。

〇マイ保育園事業実施園　73園
　マイ保育園事業登録者数：2,299人
※複数園登録を含む（3園まで可）
〇子育て関連施設や庁内外の専門機関と連携し、
子どもや子育て家庭への支援を行った。
マイ保育園実施園相談件数　14,895件
家庭訪問により状況把握等を行った件数　1,313件

〇マイ保育園事業実施園1
園増。
〇児童数の減少や保育所入
所児童数の減少もあり、
マイ保育園事業登録者数は
112人減少、マイ保育園実施
園相談件数は2022年度から
652件減少。

★★ ★★
〇マイ保育園事業実施園が2022年度の72園
から1園増加し、身近な保育園で子育てに関す
る相談ができる環境を整備した。

〇子どもセンターへの移転が未了
の南地域及び忠生地域子育て相談
センターについて、移転時期等の検
討を行っていく。
〇引き続き、子育て関連施設や庁
内外の専門機関との協力体制を強
化し、連携して子どもや子育て家庭
への支援を行っていく必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○女性悩みごと相談を実施する。

〇子育てについて悩みを抱える方に対し、話をうか
がい、必要に応じて情報提供を行った。
　「子育て」に関する相談件数：16件
　（女性悩みごと相談件数全2,319件中）

〇コロナ禍の2020年度を
ピークにして、子育てに関す
る相談件数は減少傾向にあ
る（2022年度：28件）

★★ ★★
〇他市と比較して、相談実施日が多く、必要に
応じて面接相談、法律相談を行っており、相談
しやすい体制が取れているため。

〇必要な情報提供ができるよう、引
き続き情報収集を行う必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

子ども
総務課

〇ひとり親家庭等に対する支援制度や
申請・相談窓口の周知を図る。
〇ひとり親家庭等に対し、手当・医療
費を助成することで、経済的・精神的な
家庭の安定と自立の促進を支援する。

〇広報・HPに情報を掲載するとともに、制度・申請・
相談窓口の周知を図った。
〇子ども家庭支援センター、生活援護課等関連部
署と連携し、個別的具体的な相談に対応する等、ひ
とり親家庭等に対する支援を行った。
〇約3,700世帯のひとり親家庭等に対し、総額約23
億9,000万円の手当・医療費を助成した。
〇食費等の物価高騰への経済対策として、約3,000
世帯の低所得のひとり親家庭等に対して、総額約2
億3,000万円の臨時特別給付金を支給した。

〇食費等の物価高騰への経
済対策を実施した。

★★★ ★★★
〇食費等の物価高騰の影響で、より生活に困
窮しているひとり親世帯への支援を実施する
ことができた。

〇引き続きひとり親家庭等の自立
促進のため、支援制度や申請・相談
窓口の周知を図るとともに、経済的
支援を継続していく必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進☑

子ども
家庭支
援セン
ター

○ひとり親家庭の生活全般に関する相
談を受け、就労支援等の世帯の自立
に向けたサービスや情報の提供を行
う。

○ひとり親家庭の親から、1,856件の相談を受けた。
○生活全般に関する相談を受け、就労支援等、自
立に向けたサービスや情報の提供を行った。

○2022年度と比較して、相談
件数が18.6％増加した。
○新たに養育費確保にかか
る補助金制度と弁護士によ
る無料相談を開始した。

★★★ ★★★

○新たに養育費確保にかかる相談事業を開
始したこと、市民課や市民センターにおける相
談窓口の周知を開始したことなどにより、相談
件数は2022年度比が18.6％増となった。

○相談窓口を周知する取組を継続
する必要がある。

デジタル技術  □

男性への
アプローチ　  □

多様性の尊重  □

【施策推進の方向２７】ひとり親家庭への支援

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標２】仕事と家庭生活の調和に向けた育児・介護の支援
【基本施策Ⅱ－２－1】子育てに対する支援
【施策推進の方向２６】子育てに関する相談体制の充実
 取り組み：子育てに不安を持つ親に対し、来所・電話相談などの相談体制の充実を図ります。また、他の専門機関との連携を強化し、ネットワーク化を推進します。
 対象：市民

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標２】仕事と家庭生活の調和に向けた育児・介護の支援
【基本施策Ⅱ－２－1】子育てに対する支援

 取り組み：ひとり親家庭が、自立して安定した生活を送れるよう支援を行います。
 対象：市民

 
18



担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

児童青
少年課

○子どもセンターでは、子育てスタート
期の親同士の交流事業や、親子参加
型事業を実施し、育児を楽しむきっか
け作りや男性の子育て参画を支援して
いる。

○各子どもセンターにおいて、以下のとおり、男性
の子育てを促進するプログラムを実施した。
・ばあん：ばあんでファミリー！全1回34名
・つるっこ：パパとあそぼう！全4回　176名
・ぱお、わーお：パパとあそぼう！全2回72名
・ただON：パパとあそぼう！全１回14名
あそぼONサンデー全9回431名
・まあち：パパと遊ぼう！全3回　98名、サタデーキッ
ズ全11回764名

〇各子どもセンターにおい
て、親子参加型事業の他
に、男性に特化した事業を行
いニーズに合わせて回数を
増やした。

★★★ ★★

〇各子どもセンターにおいて、子育てスタート
期の男性保護者向け事業の回数を増やした
結果、計1,589人（前年比459人増）の参加があ
り、多くの男性の保護者同士の交流促進につ
ながる場を提供できたため。
〇家族で参加することで子育ての負担軽減に
つながった。実施後のアンケートでも、多くの
方から満足という評価を得たため。

〇各子どもセンターによってそれぞ
れ地域性や内容が異なるため、地
域や施設の特色も踏まえニーズに
合った内容を実施していく必要があ
る。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

子育て
推進課

〇父親と子どもを対象としたイベントや
育児講座の実施。
〇保育付きの育児講座の実施。

〇父親向け育児講座を計7回実施し、86名の父親
の参加があった。
〇保育付きの育児講座を42回実施し（うち5回は連
続講座）、延べ230名の参加があった。

〇父親向け育児講座実施回
数は予定通りであったが悪
天候の日の参加者が少なく
なり、参加者数は同程度だっ
た。
〇これまでの保育付き育児
講座の他に、職員が講師と
なり、より多くの保育付き講
座を企画・実施した。

★★ ★★

〇季節や年齢に合わせた内容を親子で楽しむ
姿が見られた。また、参加者の中でリピーター
が複数いることで、父親同士の関わりが深まっ
た様子があり、参加者から高評価であった。
〇保育付きの育児講座を実施することで、より
集中して受講することができ、保護者のスキル
アップにつながった。また、職員が講師となる
ことで、ニーズにあった講座を開催することが
できた。

〇父親向けの子育て情報などの発
信について、他自治体の取り組みを
研究していく。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

生涯学
習セン
ター

○親と子のまなびのひろば「パパと一
緒にきしゃポッポ」を実施

○親と子のまなびのひろば「パパと一緒にきしゃ
ポッポ」を12回実施し、延べ45名が受講

〇継続して実施している。 ★★ ★★

〇「保育士がいるため、安心して父子で参加で
きるとともに、母親のリフレッシュの機会となっ
ている」との回答があり、男性の子育てに取り
組む支援・啓発の機会となっているため。

〇育児中の父親が参加しやすい講
座が実施できるよう、検討する必要
がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○固定的な性別役割分担意識に気付
いてもらうための啓発を行う。
○男性の子育て参画ロールモデルの
紹介を行う。
○男性向け子育て参画講座を実施す
る。

○市ホームページにて、内閣府の「2024年度「男女
共同参画週間」キャッチフレーズ募集」について情
報発信した。
○男性保護者とその子どもを対象とした講座を開催
した。
　実施回数：1回
　参加人数：10組
〇男性を主な対象とした講座を開催した。
　実施回数：1回
　参加人数：10人

〇男性の生きづらさ、それを
乗り越えるための方法を考
える「男性学講座」を新しく開
催した。

★★ ★★
〇男性向けの講座を新しく開催し、他の講座
に比べ男性の参加者数が多かったため。

〇男性に届くような啓発活動を行う
必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 ☑
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標２】仕事と家庭生活の調和に向けた育児・介護の支援
【基本施策Ⅱ－２－1】子育てに対する支援
【施策推進の方向２８】男性の子育て参画促進
 取り組み：男性をターゲットにした子育てに関する啓発活動を行います。
 対象：市民
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

高齢者
支援課

○高齢者支援センターでの介護に関す
る総合的な相談を受け付ける。
○家族介護者教室・交流会を実施す
る。

○高齢者支援センターでの介護に関する総合的な
相談を受け付けた。
○家族介護者教室・交流会を実施した。

〇家族介護者教室を24回開
催した。
〇家族介護者交流会を67回
開催した。

★★ ★★

〇家族介護者等に対し、介護方法や各種制度
などについて学ぶ教室を実施できた。
〇家族介護者同士で、心身のリフレッシュや介
護負担の軽減を図る交流会を実施できた。

〇家族介護者等のニーズに合っ
た、家族介護者教室や家族介護者
交流会を実施していく必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

介護保
険課

〇介護サービス出前講座などで、介護
保険制度を紹介する。

〇高齢者へ適切な介護サービスを提
供し、家族介護者の負担軽減を図る。

〇2023年度にまちだ市民大学ＨＡＴＳにおいて開催
された介護サービスに関する講座にて生涯学習セ
ンターとの調整のもと、講師を派遣した。
〇適切な介護サービスを提供するため、介護認定
調査の質の向上を目的に全5回の研修を実施し、ま
た事業者及び高齢者支援センターと連携し、ケアマ
ネジメント勉強会を全64回開催した。

特になし。 ★★ ★★

○予定どおり市民大学HATSにおいて開催さ
れた講座に講師を派遣し、介護保険制度を紹
介したため。
○予定どおり介護給付適正化計画に基づき、
介護認定調査員研修及びケアマネジメント勉
強会を開催し、適切な介護サービスを提供し
たため。

〇利用者の状況に応じた適切な
サービスを提供することで、家族介
護者の負担を更に軽減する必要が
ある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進☑

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

介護保
険課

〇「介護保険のしおり」を65歳以上の
転入者や65歳到達者に配布する。
「ハートページ」を市民センターや高齢
者支援センターで配布する。

〇「介護保険のしおり」を65歳以上の転入者や65歳
到達者に配布した。
〇「ハートページ」を12,000部作成し、市民センター
や高齢者支援センターで配布した。

特になし。 ★★ ★★
〇予定どおり「介護保険のしおり」と「ハート
ページ」を配布し、被保険者および家族に介護
サービス等に関する情報を提供したため。

〇引き続き、介護サービスの適切な
情報提供を行う必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

 対象：市民

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標２】仕事と家庭生活の調和に向けた育児・介護の支援
【基本施策Ⅱ－２－２】介護に対する支援
【施策推進の方向２９】家族介護者への支援
 取り組み：家族介護者教室・交流会の開催、臨床心理士による相談の実施や高齢者の在宅生活を支えるサービスの提供などを通じて、家族介護者の負担軽減を図ります。

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標２】仕事と家庭生活の調和に向けた育児・介護の支援
【基本施策Ⅱ－２－２】介護に対する支援
【施策推進の方向３０】介護サービス等に関する情報の提供
 取り組み：介護施設・各種介護サービスの内容、介護保険の使い方や相談先を情報誌やホームページへ掲載するなど、より適切な介護サービスの利用に向けた情報提供を行います。
 対象：市民

 
20



担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

総務課

○「附属機関等に関する調査」を毎
年実施し、各附属機関等における男
女構成比率を確認するとともに、市
ホームページ上に附属機関等の委
員の選任状況として男女構成比率
を公開する。
○「町田市附属機関等の設置及び
運営に関する要綱」の規定に基づ
き、各附属機関等の所管課に対し、
男女比率の適正化に向けた委員選
任の取組を促す。

○「附属機関等に関する調査」を実施し、各附属機関等に
おける男女構成比率を確認するとともに、市ホームページ
上に附属機関等の委員の選任状況として男女構成比率
を公開した。
○委員選任前の段階で委員の男女比率の適正化に留意
するよう、所管課に通知を行った。
○関係団体に対し、女性委員の積極的任用に協力を依
頼するため、推薦依頼の参考様式を総務課で作成し、所
管課へ周知した。

【附属機関等の女性委員の割合】
31.7％（前年度から1.6ポイント減）
【女性委員のいる附属機関等の割合】
86.1％（前年度から1.2ポイント増）
【市民委員（公募含む）における女性の割合】
46.6％（前年度から1.1ポイント減）
※2024年4月1日時点

○関係団体に対し、女性委
員の積極的任用に協力を依
頼するため、新たに推薦依
頼の参考様式を作成し、所
管課へ周知を行った。
新たな取り組みを行ったもの
の、附属機関等の女性委員
の割合や、市民委員（公募含
む）における女性の割合は、
前年度を下回る結果となっ
た。

★★ ★★

○附属機関等の女性委員や市民委
員（公募含む）における女性の割合
は前年度を下回ったが、男女比率に
極端な偏りが生じないよう、新たな
取り組みを行ったため。

○関係団体へ委員の推薦を求める
際に、充て職で男女の調整が難しい
ことや、特定分野に女性の有識者が
少ないことなど、実務上調整できな
い場合もあるが、引き続き、各所管
課が調整可能な範囲において女性
の登用促進を意識した対応の周知
理解に努めていく必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

男女平
等推進
センター

○内閣府男女共同参画局の『女性
リーダー人材バンク』を周知する。

〇市役所各部署に向けて、当市の審議会・委員会等にお
ける女性比率の現状、委員選定の際の参考となる内閣府
男女共同参画局の『女性リーダー人材バンク』を周知し
た。

〇市役所各部署に向けて、
当市の審議会・委員会等に
おける女性比率の現状を周
知し、問題意識を持つきっか
けとなるよう促した。

★★ ★★

〇2022年度は庁内各部署に向けた
取り組みまでに至らなかったが、
2023年度は電子掲示板を用いて啓
発活動を2回行うことができたため。

〇審議会、委員会等に女性が参画
する重要性を周知する必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標３】あらゆる分野における男女平等参画の推進
【基本施策Ⅱ－３－1】政策・方針決定過程への男女平等参画の推進
【施策推進の方向３１】審議会・委員会等への女性の登用促進及び環境の整備
 取り組み：審議会・委員会等において、女性比率４０％をめざします。また、審議会・委員会等の場に委員が参画しやすいよう環境整備の検討を進めます。
 対象：市民、行政
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

産業政
策課

○女性管理職登用に関する国や都
のセミナーなどのチラシなどを市の
関連施設に設置し情報提供を行っ
た。

〇＜チラシ等配布先＞
産業政策課窓口、町田商工会議所、町田新産業創造セン
ター

○産業政策課窓口での配布
資料は、期限や内容に応じ
て整理して提供するようにし
た。

★★ ★★
〇速やかに情報提供を行うことがで
きたため。

〇多くの事業者の方知っていただく
ために、周知を強化する必要があ
る。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

男女平
等推進
センター

○女性管理職登用を促す事業者向
け情報発信を行う。

○事業者向け情報発信方法について、商工会議所の意
見を聞くなど、調査、検討を行った。

〇ロールモデルの周知を通
して女性管理職登用を促す
など、効果的な情報内容や
発信方法について検討した。

★★ ★★
〇商工会議所ニュースへの掲載に
ついて向けて検討を行ったため。

〇商工会議所ニュースへの掲載依
頼等、事業者の方に届くような情報
発信方法を検討する必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

職員課

○女性役職者のロールモデルを紹
介する。
○女性係長職を対象に市長オフサ
イト・ミーティングを実施する。
○係長職以下の女性職員を対象
に、女性役職者との座談会・グルー
プワークを実施する。
○育児休業を取得した男性職員の
体験記を紹介する。

○女性管理職１名・女性係長職２名のインタビュー記事を
全庁掲示した。
○女性係長職を対象に市長オフサイト・ミーティングを実
施し、14名が受講した。
○女性役職者との座談会・グループワークを実施し、係長
職以下の女性職員16名が参加した。
○育児休業を取得した男性職員2人にインタビューし、体
験記を全庁掲示した。

○主事・主任職の受講者が、
「昇任」をより身近に感じられ
るよう、管理職に限定せず、
担当課長・統括係長をゲスト
として呼んだ。
また、パネルディスカッション
をなくし、受講者同士で意見
交換を行うグループワークを
実施した。

★★★ ★★★

○オフサイト・ミーティング受講者か
らは「市長のお話を聞いて、今後の
キャリアアップの参考にすることがで
きた」等の前向きな声が多く挙がっ
た。
○受講者からは「今後のキャリアプ
ランを考えるきっかけになった」、「グ
ループワークをすることで他の受講
者の考えもきけてよかった」等の前
向きな声が多く挙がった。
○2023年度は男性の育児休業取得
率は91.5%（前年度比23.5%上昇）だっ
た。育児関連休暇が取得しやすい
職場風土が醸成されてきていると考
えられる。

○オフサイト・ミーティングをする上
で、もう少し研修目標設定を分かり
やすくしてほしいとの意見があった
ため、見直す必要がある。
○女性に限定しなくても良いのでは
ないか、受講者募集方法を見直した
方が良いのではないか等の意見が
あったため、研修実施方法等の見
直しをする必要がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 □

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標３】あらゆる分野における男女平等参画の推進
【基本施策Ⅱ－３－1】政策・方針決定過程への男女平等参画の推進
【施策推進の方向３２】市内事業所における女性管理職の登用に向けた普及啓発
 取り組み：市内事業所における女性管理職の登用を促すため、セミナーの情報収集、提供を行います。事業主を対象とした普及啓発について検討します。
 対象：市民、事業者

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標３】あらゆる分野における男女平等参画の推進
【基本施策Ⅱ－３－1】政策・方針決定過程への男女平等参画の推進
【施策推進の方向３３】市役所内の管理職に占める女性比率の向上
 取り組み：管理職に占める女性の割合の向上や、男性の育児や介護関連休暇の取得率向上を通して、男女がともに活躍する職場風土づくりに取り組みます。
 対象：行政
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担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

防災課

○避難情報や地域の防災活動を
WEB媒体で配信するなど情報伝達・
普及啓発のデジタル化に取り組む。
○避難施設の女性参画の取り組み
に加え、若年層や子育て世代を含
む全市民を対象に、庁内関連部署
及び関係機関と連携しながら、目的
やニーズに応じた講習会を年間を通
じて実施する。

○町田市防災WEBポータルを公開し、気象・交通情報や
風水害に備えるための情報を発信した。
○まちだ防災カレッジ公式インスタグラムを開設し、計３６
回の防災情報を発信した。
○まちだ防災カレッジ公式アンバサダーとして7名（団体）
を任命し、防災啓発に取り組んだ。
○女性視点をテーマとした講座や子育て世代を対象とし
た「パパママ防災講座」など計10回の講習会を開催した。

○SNSの活用やアンバサ
ダー制度の導入など情報発
信の手段を多様化し、幅広
い層へのさらなる普及啓発を
図った。

★★★ ★★

○町田市防災WEBポータルでは、
風水害による被害情報を迅速に発
信し、実災害時にも活用することが
できたため。
○公式インスタグラムの運用により
効果的な情報発信が可能になり、
フォロワー数を６倍に増やすことが
できた。
○アンバサダー制度の導入により、
若年層や子育て世代など多様な層
に親しみやすく情報を届けることが
でき、市民の防災意識の向上につ
なげられたため。
○女性や子育て世代の参加者から
災害時に役立つ情報を学べたなど
好評を得た。

○町田市防災WEBポータルの認知
度を高める。
○防災アンバサダーの多様性を拡
大するとともに、防災アンバサダー
を活用した防災啓発を展開したい。
○講習会は内容を段階的に高度化
し、引き続き開催したい。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 ☑
・ＳＤＧｓの推進 ☑

男女平
等推進
センター

○庁内関連部署と協力して、各種イ
ベントを行う。

○女性参画の視点を交えた防災講座を実施した。
　実施回数：1回
　参加人数：20人

〇講義だけでなく実技も行う
ことで、災害時により実践的
に活用できる内容とした。

★★★ ★★

○定員を超える申込みにより、キャ
ンセル待ちが出る講座となり、市民
の関心をを捉えた講座を開催できた
ため。
〇参加者の満足度が90％以上と高
く、防災分野への女性参画につい
て、男女がともに考える課題である
ことが浸透し始めていることがうか
がえたため。

○より多くの人が参加できるよう講
座の定員増について検討するととも
に、防災分野に女性が参画すること
の重要性を、継続して周知する必要
がある。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　☑
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 ☑

担当課 取り組み内容 取り組み実績
2022年度との比較や

変更点
2023年度

評価
2022年度

評価
評価の理由 課題

５次計画の
新たな視点

市民協
働推進
課

○地区協議会の事業について、町
田市ホームページに掲載する。
○町田市町内会・自治会連合会と
連携し、ホームページなどを通じて
町内会・自治会活動に関する情報
提供を行う。また、回覧情報などを
電子化し、情報にアクセスしやすい
環境をつくる。
○町田市市民協働フェスティバル
「まちカフェ！」の開催を通じて、団
体の活動発表や情報共有の場をつ
くる。
○地域活動に関する情報発信、相
談、コーディネート等を行う。

○町田市ホームページに各地区協議会の事業を掲載し、
随時更新した。
○町田市ホームページなどを通じて、町内会・自治会の
活動を情報発信した。また、町内会・自治会向けのSNS
（デジタル町内会「いちのいち」）の利用者増加を図るた
め、市内9地区で懇談会を開催し、活用事例の紹介や操
作練習、意見交換を行った。
○第17回町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」を
2023年12月2日～12月10日に開催。140団体が出展した。
また、期間中に約8,500人の方が来場された。
○町田市地域活動サポートオフィスによる246件の相談対
応、ホームページやSNSを活用した111件の情報発信等を
行った。

〇デジタル町内会「いちのい
ち」を導入している町内会・自
治会が116団体から140団体
に増加した。
〇市民協働フェスティバル
「まちカフェ！」について、市
役所以外に市民ホール等を
会場として開催した。参加団
体については、105団体から
140団体に増加した。
〇町田市地域活動サポート
オフィスによるホームページ
等を活用した情報発信が106
件から111件、相談対応が
208件から246件に増加した。

★★★ ★★★

〇デジタル町内会「いちのいち」の
利用団体や利用者数が増加し、地
域情報にアクセスしやすい環境をつ
くることができたため。
〇「まちカフェ！」を市庁舎以外の会
場でも開催したことや、地域活動に
関する相談ができる場「まちカフェ！
オープンデー」を毎月1回開催したこ
と等により、活動発表や情報共有の
場である「まちカフェ！」が過去最大
の参加団体数となったため。

○町内会・自治会向けのSNS（デジ
タル町内会「いちのいち」）を活用す
る団体数を増やし、町内会・自治会
の魅力向上・情報発信を支援する
必要がある。

・デジタル技術  ☑
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

高齢者
支援課

〇高齢者のボランティア活動を推進
するため、いきいきポイント制度を実
施する。

〇制度の趣旨説明等を行う新規登録者向け研修を13回、
活動者のスキルアップを目的とした活動者向け研修を1回
実施した。
〇制度内容や活動の様子等を広く周知するため、広報紙
を2回発行した。

○2022年度末の実登録者数
2,119人、活動受入施設（団
体）数240か所に対して、
2023年度末では、実登録者
数2,102人、活動受入施設
（団体）数239か所であった。

★★ ★★

〇昨年度と比較して実登録者数及
び活動受入施設（団体）はほぼ横ば
いの状況であった。
〇新規登録者向け研修や活動者向
け研修の実施、広報紙の発行は予
定通り行うことができた。

〇高齢者の利用する施設等での広
報紙の配布及び、介護予防の講座
等での周知活動などにより、更なる
制度の周知を行い、登録者及び受
入施設の拡大に努める必要があ
る。

・デジタル技術  □
・男性への
　アプローチ　　 □
・多様性の尊重 □
・ＳＤＧｓの推進 □

【施策推進の方向３４】女性の防災活動への参画や、男女平等参画の視点を踏まえた防災対策の推進

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標３】あらゆる分野における男女平等参画の推進
【基本施策Ⅱ－３－２】男女がともに参画する地域社会づくり

 対象：市民、事業者

 取り組み：男女平等参画の視点を盛り込んだ防災対策を実施するとともに、災害発生時を想定した避難支援についての検討を行います。
 対象：市民、行政

【めざすべき姿Ⅱ】【基本目標３】あらゆる分野における男女平等参画の推進
【基本施策Ⅱ－３－２】男女がともに参画する地域社会づくり
【施策推進の方向３５】誰もが参加しやすい地域活動に向けた環境の整備
 取り組み：町内会・自治会、ＮＰＯなどの地域活動に関する情報の収集・提供を行います。また、ボランティア制度の整備や地域と連携したイベントを行うことで、男女ともに地域活動に参加しやすい環境を整えます。
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